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令和４年行田市議会総務文教常任委員会会議録

○開会年月日  令和４年６月１７日（金曜日）

○開 催 場 所  ３０５会議室

○付 議 事 件  議案第４０号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）

        議案第４１号 行田市税条例等の一部を改正する条例

        議案第４２号 行田市議会議員及び市長選挙における選挙運動用自動車の使

               用等の公営に関する条例の一部を改正する条例

        議案第４３号 行田市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例

        議案第４４号 行田市はにわの館条例の一部を改正する条例

        議案第４５号 行田市産業文化会館条例の一部を改正する条例

○審 査 日 程 【教育委員会】

        議案第４３号 行田市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例

        議案第４４号 行田市はにわの館条例の一部を改正する条例

        議案第４５号 行田市産業文化会館条例の一部を改正する条例

        議案第４０号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）

       【総務部】

        議案第４１号 行田市税条例等の一部を改正する条例

        議案第４２号 行田市議会議員及び市長選挙における選挙運動用自動車の使

               用等の公営に関する条例の一部を改正する条例

       【総合政策部】

        議案第４０号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）

       【議会事務局】

        議案第４０号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）
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○出席委員（７名）

委 員 長 江 川 直 一 委員    ３番 斉 藤 博 美 委員

副 委 員 長 細 谷 美恵子 委員    ４番 香 川 宏 行 委員

   １番 髙 澤 克 芳 委員    ５番 加 藤 誠 一 委員

   ２番 福 島 ともお 委員

             ──────────────────

○欠席委員（０名）

             ──────────────────

○説明のため出席した者

渡  邉  直  毅 総 合 政 策 部 長

石  川     学 財 産 管 理 課 長

横  田  英  利 総 務 部 長

菅  原  広  志

総 務 課 長 兼

選 挙 管 理 委 員 会

書 記 長

吉  田  明  夫 税 務 課 長

小  池  義  憲 教 育 部 長

野  口  啓  司
生 涯 学 習

ス ポ ー ツ 課 長

中  島  洋  一 文 化 財 保 護 課 長

新  井  康  夫 議 会 事 務 局 長

             ──────────────────

○事務局職員出席者

  書  記  大 澤 光 弘
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午前  ９時 ２８分 開会

△開会の宣告

○委員長 それでは、おはようございます。

  本日、委員会に皆様ご出席いただきまして、ありがとうございます。

  国会も終わりまして、参議院選挙がということで、何かと気になるところもあると思いま

すけれども、相変わらずロシアのほうが、終戦はなかなか見通しがつかない中、コロナのほ

うは今日は３人ということで、比較的落ち着いているということで安心しております。ただ、

梅雨に入ってから、寒かったり暑かったりというのが繰り返されておりますので、皆様も体

調管理のほうを十分ご留意いただきまして、健康管理に十分お気をつけいただければと思い

ます。

  それでは、着座にて進めさせていただきます。

  ただいまから総務文教常任委員会を開会いたします。

  ご連絡いたします。

  傍聴される方につきましては、委員会審査中は雑談、発言等を禁止いたしますので、よろ

しくお願い申し上げます。

  なお、審査中における傍聴人の入退室については自由となっておりますので、念のため申

し添えます。

  これより審査に入りますが、委員並びに執行部の皆様に申し上げます。

  議事の整理上、発言は委員長の許可を得てから、マイクを使用の上お願いをいたします。

また、新型コロナウイルス感染症対策のため、説明、質疑及び答弁については簡潔明瞭に行

い、円滑な議事進行にご協力をお願いいたします。

  今回、当委員会に付託されました案件は、議案６件であります。

  審査については、お手元に配付いたしました審査日程により行います。

             ──────────────────

△開議の宣告

○委員長 それでは、教育委員会所管の議案について審査を行います。

  初めに、小池教育部長にご挨拶をお願いいたします。

○教育部長 おはようございます。

  江川委員長をはじめといたしまして、総務文教常任委員会の皆様には、日頃より教育行政

に対しましてご理解、ご協力を賜っておりますこと、この場をお借りしまして厚く御礼申し
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上げます。

  さて、本日ご審議賜ります議案でございますが、生涯学習スポーツ課所管の議案第43号

行田市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例、議案第44号 行田市はにわの館条

例の一部を改正する条例、それと議案第45号 行田市産業文化会館条例の一部を改正する条

例、それに文化財保護課所管の議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）

のうち、文化財保護課所管部分の４議案となります。何とぞ慎重審議賜りますようお願い申

し上げます。

  以上です。

○委員長 ありがとうございました。

それでは、審査に入ります。

             ──────────────────

△議案第４３号について

○委員長 初めに、議案第43号 行田市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例につ

いてを議題とし、執行部の説明を求めます。

  野口生涯学習スポーツ課長、お願いします。

○生涯学習スポーツ課長 それでは、着座にて失礼させていただきまして、ご説明を申し上げ

させていただきます。

  議案第43号 行田市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例でございます。

  議案書の74ページをお願いいたします。

  現在の体育施設を管理運営している指定管理者の指定期間につきましては、令和５年３月

末をもって終了することになります。そのため、令和５年度からの次期指定管理者の選定に

ついて、昨年度より関係部署で構成する検討委員会で検討した結果、体育施設に係る次期指

定管理者については、公募の上決定することとなりました。このことを受けて、必要な改正

を行うものでございます。

  改正内容についてご説明申し上げますので、新旧対照表の25ページをお願いいたします。

  第２条、第３条、第４条については、用語の整備を行うものでございます。

  26ページの第９条、第13条についても同様に、用語の整備を行うものでございます。

  その下の第21条は、指定管理者による利用に供さない日等の変更について追加で規定する

もので、休館日や利用時間について、事前に承認を受けることで柔軟な運営を可能とするも

のでございます。
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  第21条の追加に伴い、27ページの第22条以降については、１条ずつ繰り下げるもので、併

せて用語の整備を行うものでございます。

  議案書に戻りまして、76ページをお願いいたします。

  附則ですが、条例の施行について、公布の日からとするものでございます。

  以上、説明させていただきます。

○委員長 以上で説明は終わりました。

             ──────────────────

△議案第４３号の質疑

○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。

  斉藤委員、どうぞ。

○３番 斉藤委員 議案第43号、第44号、第45号、全てにお聞きしたいと思っていることです

けれども、指定管理者制度を導入して16年ぐらいたっているかと思います。今回、先ほど説

明があったように、今まで非公募だったものを公募とすることを検討委員会で決まったとい

うことがありましたけれども、まず、今まで非公募であったということですけれども、指定

管理者制度運用方針があります。この中に、要はこういう場合は非公募により選定するとい

うような規定があります。

  では、この体育施設ですけれども、12施設含まれていると思うんです。門井球場とか富士

見公園庭球場とかいろいろ、12施設が入っていると思いますけれども、どれに当たるから公

募しなかったのかってあると思うんです。理由があって公募しなかったわけですから、それ

を１つお伺いしたいというのと。

  今の説明にもありましたけれども、事前に承認を得ることで柔軟にという説明がありまし

た。新旧のほうでも、指定管理者による利用に供さない日等の変更というのができたわけで

すけれども、それが今までとどう変わるのか、もう少し具体的にお伺いしたいと思います。

まず、それだけお願いします。

○委員長 執行部の答弁を求めます。

  生涯学習スポーツ課長。

○生涯学習スポーツ課長 まず、１点目の、これまで非公募としてきた理由はどういうことか

というご質疑になりますが、産業文化会館、はにわの館、総合体育館ともに平成28年度から

平成32年度までの間の非公募につきまして、それぞれ地域に密着した芸術文化の振興など公

益性の高い事業を実施しているためが、産業文化会館とはにわの館でございます。総合体育



－6－

館につきましては、スポーツの振興など公益性の高い事業を実施しているためということで、

スポーツ施設に関しましては、全てそういった理由をもって非公募にしてきたということで

ございます。

  それと、裁量によって、柔軟に利用時間や休館日を変更できるのかということにつきまし

ては、これまで、市の出資法人であって、市からの指導監督を受ける立場であって指定管理

施設の利用時間や休館を変更する際には、市と協議を得るものということになっておりまし

た。これにつきましては、条例もそうですが、指定管理をする間の協定書に基づいて行って

きたものでございますが、今度公募にすることによって、民間等の業者にあった場合には、

条例を基にして柔軟な対応ができるというふうに考えておるところでございます。

  以上でございます。

○委員長 そのほかありますか。

  斉藤委員。

○３番 斉藤委員 今、課長が説明してくれましたけれども、私もそう思うんですよ。運用方

針の中の非公募とするということの中の、要は３番ですよね。地域に密着した芸術文化及び

スポーツの振興など公益性の高い事業を実施している場合は非公募とするということになっ

ていました。今までもそういうふうにやってきたんですけれども、では、何でですか。今回、

公募にするということは、これが変わったんですか。変わっていないのに公募とするという

のも、理屈に合わないかと思います。

  いろんな団体が使っています。地域のスポーツ少年団の団体など、そういったことから考

えても、どう考えてもこれに当たるんですよ。なのに、なぜ公募になったのかというところ

が、先ほどの説明ですと矛盾してしまうかなと思いますので、もう１度お願いします。

  それと、出資法人、今まで産業・文化・スポーツいきいき財団です。今も３月までいきい

き財団ですけれども、市からの指導が受けられたということです。市がつくった財団であり

ますから、理事長も市長であるということで、要はそういったところがきちっと市と協議が

できてきたということですね。

  今度は民間になる可能性が高くなるという中で、そういった今言ったような公益性の高い

事業を行うことってあると思うんです、市民体育祭だとかいろいろなのが。そういったとき

にきちっとこの辺の協議ができるのか、まず１つ。

  それと、今度、どういう方法を取りますか。今までは、市と財団の中での協議でしたけれ

ども、今度は民間が自由に時間も変えられるし、要は排除することも可能になってしまうの
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か、その辺もう１度お伺いしたいと思います。

○委員長 答弁お願いします。

  野口課長。

○生涯学習スポーツ課長 まず、１つ目の非公募から公募にしたのはというご質疑につきまし

ては、指定管理者制度の先ほどあった項目のうちの３番目ということで、今まで非公募にし

てきたわけですが、趣旨といたしましては、公の施設の管理運営については、民間企業等の

創意工夫、ノウハウを活用することで管理経費を削減し、同時に利用者の満足度を上げ、多

くの利用者確保を狙いとするものであって、それによりまして、検討委員会におきまして体

育施設、産業文化会館、はにわの館それぞれの施設の設置目的や特性を鑑みますと、競争原

理が働く形式がさらなるサービス向上や経費削減につながると考えて、公募による選定とし

たものでございます。

  次に、出資法人であれば、議会等のチェック、あるいは民間になった場合と、担当部署と

の関わり等についての今後についてということですけれども、地方自治法第244条の２第７項

の規定によりまして、毎年、事業報告書を市に提出する義務が、民間になった場合でもあり

ます。それを踏まえて、市が指定管理者についての評価を行う。そして、その評価の結果を

市ホームページで公開していくことから、透明性は確保されるものというふうに考えてござ

います。

  なお、事務局あるいは設置者と運営となります指定管理者との間につきましては、今まで

どおり、その都度協議等についてはしてまいります。休日等の変更につきましても、事前に

協議を必要とすることになっておりますので、一方的に指定管理者によって変更されるもの

ではないというふうに思っております。

  以上でございます。

○委員長 斉藤委員。

○３番 斉藤委員 今、課長のほうで、事業報告書を毎年提出してもらうよということがあり

ましたけれども、今まで、いきいき財団、行田市が２億円ほどの出資をしております。出資

法人ですから、当然、議会への報告というのが出てくるわけです。今回、民間になりますと

当然、民間ですから出資はしませんので、議会への報告というのはなくなるということだと

思いますけれども、そうすると、チェックが１つ外れてしまうかということもありますし、

その辺どういうふうに考えているのか、自分たちできちっとそういったチェックができるの

か、確認したいと思います。
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  それと、運用方針を、この３番目というのに当たるわけですよね、依然として。民間にそ

れを委託すれば、経費削減という方向に走るわけですよ。私が言いたいのは、もうからない、

要は利益を上げられない事業というのは必ず発生します、地域との密接の関係で。そういっ

たところはどう考えているのか、きちんとそのままできますかというところです。今、いき

いき財団だからやっているようなところもあります。利益を上げなくても、地域に密着した、

そういったスポーツ団体との親交ですよね。そういったところが心配なわけで、その辺どう

いうふうに考えているのか、最後お伺いします。

○委員長 答弁お願いします。

  野口課長。

○生涯学習スポーツ課長 公益性の高い事業等に該当するというお話でございますが、先ほど

申し上げましたとおり、今回、議会のチェック等につきましては、経営状況を報告する機会

はなくなるということになります。先ほどの答えと重複する部分になりますけれども、事業

報告書を市に提出する義務はございますので、それを提出の後、市のほうで評価を行って、

それを市ホームページ等で公開をしてまいるということでご理解をいただきたいと思ってお

ります。

  それと、先ほど公益の高い事業の関係で、今まで財団であればということでございますが、

今後、業者選定をする上において、今請け負っていただいている事業等についても精査して、

仕様書等にまとめて行っていきたいと考えております。

  以上でございます。

○委員長 よろしいですか。

○教育部長 ちょっと補足をいたしますけれども。

○委員長 どうぞ、小池部長。

○教育部長 先ほど２つ目のほうの部分ですが、市で定めています運用方針、そちらにおいて

は、指定管理については公募が原則とした中で、非公募の場合のケースとしまして、６ケー

スが掲載されております。以前は、３番目の公益性という部分で、非公募になっていたとこ

ろではありますが、今回は市民サービスの向上を図るとともに、経費の節減という部分で、

原則どおりの公募としたところです。

  業者を募った場合に、施設によって参入するか否かというところも踏まえまして、21施設

を大きく６組に組合せをしております。内容によって、似ているものは、特に体育施設は大

きくグループ化しまして、そういった形で、業者が参入しやすいような工夫をして、今後進
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めていきたいと考えております。

  以上でございます。

○委員長 斉藤委員。

○３番 斉藤委員 市民が一番不利益なのは値上げですよね。今、いろんなクラブがやってい

ますよね、ヨガだとか水泳だとか。絶対、民間が参入するということはそういうところです

よ ね。利益が上がらないものはやっていけませんから、そういったところの値上げを考え

ていくわけです。そして、削減、こういったのは要らないと、地域の親交は要らない、もう

からないということにならないのかという懸念です。

  そういったところの、要は協定ってどうなりますか。こと、スポーツクラブって別に民間

であるわけです。行田駅前にもありますし、そういったところは民間の運営の方針でやって

いけばいいかと思いますけれども、要はこれって違いますよね。今やっている体育施設とい

うのは。そういったところでの話合いの中でどういった基準を設けるのかというのが一番懸

念されるところなので、その辺、こちらできちっとつくったものを向こうにのんでもらう形

式なのかどうか、お伺いします。最後です。

○委員長 答弁お願いします。

  野口課長。

○生涯学習スポーツ課長 今後、先ほども少し触れましたけれども、指定管理をお願いするに

当たりまして、業者選定をする前に仕様書を作成させていただきます。その仕様書の中に管

理、あるいは事業等について詳細を定めたものをつくって、選考委員会において確認をし、

そしてそれを出していくという形になりますので、その中に、できるだけ市の状況を踏まえ

てそういったものを記載し、うたっていきたいというふうに考えております。

  以上でございます。

○委員長 よろしいですね。

  そのほかございますか。

〔「発言する者なし〕

○委員長 他に質疑もないようですので、質疑を終結いたします。

             ──────────────────

△議案第４３号の討論、採決

○委員長 次に、討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。

〔発言する者なし〕



－10－

○委員長 討論の申出はございません。これをもって討論を終結いたします。

  次に、採決いたします。

  議案第43号 行田市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可

決するに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

○委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第43号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。

             ──────────────────

△議案第４４号について

○委員長 次に、議案第44号 行田市はにわの館条例の一部を改正する条例を議題とし、執行

部の説明を求めます。

  野口生涯学習スポーツ課長、お願いします。

○生涯学習スポーツ課長 引き続きまして、着座にて失礼させていただきます。

  議案第44号 行田市はにわの館条例の一部を改正する条例でございます。

  議案書の77ページをお願いいたします。

  本案は、先ほどの体育施設と同様に、はにわの館を管理する指定管理者についても公募の

上決定することとなったことから、必要な改正を行うものでございます。

  改正内容についてご説明を申し上げますので、新旧対照表の29ページをお願いいたします。

  第４条から第15条は、用語の整備を行うものでございます。

  30ページの第16条は、用語の整備を行うもので、その下、第20条は、指定管理者による休

館日等の変更について追加で規定するもので、休館日や利用時間について、事前に承認を受

けることで柔軟な運営を可能とするものでございます。

  第20条の追加に伴い、第21条以降は１条ずつ繰り下げるもので、あわせて用語の整備を行

うものでございます。

  議案書に戻りまして、78ページをお願いいたします。

  附則ですが、条例の施行について、公布の日からとするものでございます。

  以上、説明させていただきます。

○委員長 以上で説明は終わりました。

             ──────────────────

△議案第４４号の質疑
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○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。

  斉藤委員。

○３番 斉藤委員 はにわの館のほうですけれども、現在の事業としては、グラムが違うもの

だと思いますけれども、粘土を２種類購入してもらって、来ていただいた来訪者の方に粘土

を作ってもらって、焼き上がったものをお届けするというような事業を行っていると思いま

すけれども、かねてから私も、決算審査特別委員会の中でも、この事業しか考えられないの

かと、もう少しいろんな事業をやらないのかというのを言ったことがあると思うんですけれ

ども、依然としてこの事業をずっと続けているわけですね。

  今度、もしかしたら、公募の中で民間に移る可能性も出てきますけれども、今やっている

財団としては、もうこの事業のほかに何か考えはつかなかったんですか。ずっとこれをやっ

ていますけれども、どうですか。

○委員長 執行部の答弁をお願いします。

  生涯学習スポーツ課長。

○生涯学習スポーツ課長 今お話しいただきました中で、はにわの館のメインとなる事業、は

にわづくり体験事業ということで、委員がおっしゃっていただいたとおりでございます。そ

の中で、埴輪づくりをしながら、近隣の市町村との連携協力を行って、埴輪づくりを体験し

てもらうための事業協力等をしております。確かに、事業内容としては、先ほどの事業が中

心になってきます。あとは、こちらから古代蓮会館のほうへ、開花日の２日ぐらいの中で、

希望があった場合は出張して、講座を開催したりということも行ってございます。

  それと、今、コロナの関係で行ってはいないですけれども、火祭りであるとか県民の日、

さきたまの秋祭り等に史跡の博物館等と連携して、古墳のにぎわいの感謝デーということで、

そういった機会があったときには提供させていただいていると。

  それと、粘土を使用して、利用者が埴輪だけでなくて、自由に創作した小物等を作成する

ことも行っておりまして、埴輪のＰＲを図っておるところでございます。

  以上でございます。

○委員長 斉藤委員。

○３番 斉藤委員 そうしますと、事業的にはずっと依然として変わらず、何か別のものに取

り組むということもなかったということでの公募、もしかしたら民間が入ればもっと違うこ

とを考えるのかという、アイデアが出てくるのかという中での公募ですか。

○委員長 答弁お願いします。
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  野口課長。

○生涯学習スポーツ課長 基本的にはその形で、今できている事業についてを仕様書等にまと

め、そして利用者、指定管理者において、また状況の中で協議が必要になってきたときには

してまいりたいと考えております。

  以上です。

○委員長 よろしいですか。

  他に質疑もないようですので、質疑を終結いたします。

             ──────────────────

△議案第４４号の討論、採決

○委員長 次に、討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。

〔発言する者なし〕

○委員長 討論の申出はございません。討論を終結いたします。

  次に、採決いたします。

  議案第44号 行田市はにわの館条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛

成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

○委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第44号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。

             ──────────────────

△議案第４５号について

○委員長 次に、議案第45号 行田市産業文化会館の条例の一部を改正する条例についてを議

題とし、執行部の説明を求めます。

  野口生涯学習スポーツ課長。

○生涯学習スポーツ課長 引き続きまして、議案第45号 行田市産業文化会館条例の一部を改

正する条例でございます。

  議案書の79ページをお願いいたします。

  本案は、先ほどの体育施設設置及びはにわの館と同様に、産業文化会館を管理運営する指

定管理者についても公募の上決定することとなったことから、必要な改正を行うものでござ

います。

  改正内容についてご説明申し上げますので、新旧対照表の32ページをお願いいたします。
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  第３条から第15条は、用語の整備を行うものでございます。

  33ページの第19条及び第20条も、用語の整備を行うものでございます。

  34ページの第24条は、指定管理者による休館日等の変更について追加で規定するもので、

休館日や利用時間について事前に承認を受けることで、柔軟な運営を可能とするものでござ

います。

  第24条の追加に伴い、第25条以降は１条ずつ繰り下げるもので、あわせて用語の整備を行

うものであります。

  議案書に戻りまして、80ページをお願いいたします。

  附則ですが、条例の施行について、公布の日からとするものでございます。

  以上で第45号の説明を終わらせていただきます。

○委員長 以上で説明は終わりました。

             ──────────────────

△議案第４５号の質疑

○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。

  斉藤委員。

○３番 斉藤委員 産業文化会館のほうですけれども、全部同じですけれども、今回から公募

になったということで、いきいき財団のほうでやっていたと。いきいき財団ですけれども、

行田市が出資法人ということで、５つ、今も来年の３月まで指定管理ということで、そのう

ちの２つは既に公募していた。今回、新たにこの３つを公募することになるわけですけれど

も、そうしますと、いきいき財団が持っている全部が公募になるということですけれども、

行田市もこれは責任があります。なぜかといえば、財団を作ったのは市ですから。

  そうすると、全部なくなる可能性が出てくると、当然ながらありますけれども、そういっ

た可能性について、市は何か協議がありましたか。今、市の職員も出向していますね、財団

の中にいらっしゃいますけれども、そちらのほうの責任もあるわけですよ。理事長は市長で

ありますし、そういったところの協議というか、話合いというか、そういう中での公募なの

かどうか、お伺いします。

○委員長 執行部の答弁をお願いいたします。

  野口課長。

○生涯学習スポーツ課長 今後、民間にシフトした場合にというお話かと思いますが、今、い

きいき財団につきまして、本市の出資法人であることですので、財団の設立の目的、趣旨に
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従って、引き続き指定管理者になれるよう、市として指導していくものと認識しております。

  以上です。

○委員長 斉藤委員。

○３番 斉藤委員 あと、こちらのほうですが、いろいろな事業の報告を受けています。議員

のほうもよく分かります。毎年毎年、こうやってきちっと報告いただいていますので。

  その中で、貸館事業もあり、協賛事業もあり、そして市がやる事業もあるわけですけれど

も、クリスマスコンサート、スプリングコンサート、市がやっています。そして、協賛事業

ありますね。地域の事業ですよね、合唱祭、いろんな事業がここに書かれています。こうい

ったところをきちっと今までどおりできるのかと、そこが一番懸念するところです。がらっ

と全部が貸館事業になるのではないかというところの懸念ですけれども、その辺の協議、ど

ういうふうにやっていくのか、お伺いします。

○委員長 答弁お願いします。

  野口課長。

○生涯学習スポーツ課長 先ほど来、お話をいただいておるわけですが、今、財団の主催、そ

して市との共催、市の後援事業等々、数多くの事業を展開していただいている中で、今、仕

様書等に、そういったものを精査した中で、これを踏まえて、希望の業者等には全てお渡し

をさせていただいて、これまでの事業に損傷のないような仕様書にまとめていきたいと考え

ております。

  以上でございます。

○委員長 よろしいですか。

  他に質疑もないようですので、質疑を終結いたします。

             ──────────────────

△議案第４５号の討論

○委員長 次に、討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。

  斉藤委員、反対ですか。

  斉藤委員、どうぞ。

○３番 斉藤委員 では、議案第45号の行田市産業文化会館条例の一部を改正する条例につい

て反対の討論を行います。

  議案第43号、第44号も同じですけれども、指定管理者制度自体、公共サービスに導入され

ること自体が反対ですけれども、特に産業文化会館で行われる事業ですけれども、地域に密
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着した芸術文化など、公益性が非常に高いと思います。利益の上がらない事業も当然やらな

くてはいけない、そういう中で営利を目的とする民間がそれをどう実施できるのか、大変疑

問だということ。

  それともう１点、今まで行ってきた財団に関しても、全てが公募となってしまうというこ

とで、市に関係する事業がなくなるおそれも出てきますし、財団をつくったのは市だという

こと。理事長は市長であるから、今後、財団の運営への責任ですね、その辺がよく見えませ

ん。非常にその辺が、財団をつくった市とこれを任せない市と矛盾を感じたところがありま

すので、反対とさせていただきます。

○委員長 他に討論の申出はございません。これをもって討論を終結いたします。

             ──────────────────

△議案第４５号の採決

○委員長 次に、採決いたします。

  議案第45号 行田市産業文化会館条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに

賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

○委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第45号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。

  暫時休憩いたします。

午前 １０時 ０５分 休憩

             ──────────────────

午前 １０時 ０６分 再開

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

             ──────────────────

△議案第４０号について

○委員長 次に、議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）中、教育委員会

所管部分についてを議題とし、執行部の説明を求めます。

  中島文化財保護課長、お願いします。

○文化財保護課長 議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）の文化財保護

費について説明を申し上げます。

  歳入歳出予算の内容について、歳出からご説明申し上げますので、議案書の64ページをお
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開きください。

  10款教育費、４項２目文化財保護費で511万円の追加であります。文化財保護費511万円は、

桜町３丁目地内において分譲住宅の建設に伴い、埋蔵文化財の発掘調査を実施するため、１

節会計年度任用職員報酬から13節器具・機材借上料まで掲げる所要経費を計上するものであ

ります。

  主なものを述べますと、１節会計年度任用職員報酬から８節費用弁償までは、発掘調査作

業に従事する会計年度任用職員の人件費、労災保険料、通勤手当等でございます。

  12節発掘測量委託料は、発掘調査現場の基準点測量に係る費用を計上いたしたものでござ

います。

  13節器具・機材借上料は、発掘調査で使用する油圧ショベル等の借上料を計上いたしたも

のでございます。

  次に、歳入についてご説明を申し上げます。

  50ページをお開きいただければと思います。

  20款諸収入でございますが、４項１目雑入の文化財発掘調査事務委託金は、先ほど歳出の

ところで述べました桜町３丁目地内の分譲住宅建設に伴う発掘調査に対するもので、歳出計

上額の全額を財源として見込むものでございます。

  以上でご説明を終わります。

○委員長 以上で説明は終わりました。

             ──────────────────

△議案第４０号の質疑

○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。

  香川委員。

○４番 香川委員 埋蔵文化財は、どの程度の年代のもので、どのぐらいの広さ、現在分かっ

ているところを教えていただけますでしょうか。

○委員長 答弁お願いします。

  中島課長。

○文化財保護課長 今回予算計上いたしましたのは、東行田駅のそばにあります林遺跡という

遺跡でございまして、年代的には恐らく古墳時代の終わり頃から奈良・平安時代にかけての

集落の跡と思われます。開発面積は1,405.69平方メートルになっております。ほぼその全面

を調査する形になるかと思います。原則は、住宅の建つ部分と道路の部分という形にはなる
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んですけれども。

  以上でございます。

○委員長 香川委員。

○４番 香川委員 場所等は分かりました。ありがとうございます。

  511万円の計上ですけれども、この金額で必ず賄えるということでよろしいでしょうか。

○委員長 答弁お願いします。

  中島課長。

○文化財保護課長 基本的にこの金額で賄えるという金額を積算いたしております。

○委員長 よろしいですか。

○４番 香川委員 はい。

○委員長 次に、どなたかいますか。

  加藤委員。

○５番 加藤委員 最初の会計年度任用職員の報酬の関係ですけれども、これは何人で何カ月

とかというのは分かりますか。

○委員長 答弁お願いします。

○文化財保護課長 基本的には11人の方で、プラスアルファで何時間かあるんですけれども、

延べ53日間を見込んでおります。

○委員長 加藤委員。

○５番 加藤委員 もう１個だけですけれども、12節に公共施設等し尿収集委託料とあります

けれども、これは簡易トイレか何かの、臨時トイレのくみ取りみたいな感じですか。

○委員長 答弁お願いします。

  中島課長。

○文化財保護課長 おっしゃるとおりでございます。

○委員長 よろしいですか。

○５番 加藤委員 はい、了解しました。

○委員長 そのほかいらっしゃいますか。

  細谷副委員長、どうぞ。

○副委員長 それでは、幾つか伺います。

  発掘調査、行田市はどこを掘っても何か出てくるというような話を聞きますが、発掘する

基準というのはどういう基準で発掘をするのかが１点目。
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  その基準というのは、ほかの自治体と同様ですか。例えば、熊谷市、鴻巣市と同様ですか、

これが２点目です。

  ３点目として、このところには分譲住宅用地ということですから、分譲住宅を計画してい

る企業がいるんだと思います。そうしますと、これは費用分担があるのかどうか。511万円が

行田市だとすれば、企業のほうが何か出すというところがあるのかどうかを伺います。

  また、国と県、どのような分担があるのか。特定財源からのその他ということですけれど

も、この内訳も教えてください。

  それから、発掘した文化財は今後どうなるのかについて、先ほど林遺跡で古墳時代と言っ

ていますけれども、どのようにその後の処遇をこの文化財がされるのか。

  以上、お願いします。

○委員長 中島課長。

○文化財保護課長 １点ずつお答えさせていただきます。

  発掘調査の基準というのは、基本的には中世より以前の生活の痕跡なり遺物が出た場合は、

発掘調査をするということになっております。近世以降については、重要なもの、それは市

町村のある程度裁量に任されている部分はあるんですけれども、例えば行田市の場合であれ

ば、忍城とか近世でありますけれども、非常に重要なので、そういうものを調査します。例

えば、川越市であれば、川越の城下町みたいなものについて発掘をやったりとか、例えば東

京でも江戸の町屋敷とか、江戸時代のものであっても発掘をやるケースはございます。

  あと、近代、いわゆる明治以降についても、それぞれの自治体で重要な、特に例えば戦争

に関係する遺構とかそういうものは調査をやっている自治体がございます。行田市の場合は、

特に軍事基地とかそういうものはないので、近代については発掘をほぼやっていない形には

なっております。それは、文化庁が示している基準に基づいてやっているということでござ

います。

  これは、基本的に文化庁が示している基準なので、全国統一でやられているはずでござい

ます。それは、それぞれの自治体でどこまで対応されているか、細かく全部こちらがチェッ

クをする立場ではありませんので、チェックをしておらないですけれども、県のほうがそれ

はチェックをしているはずでございます。

〔発言する者あり〕

○文化財保護課長 基本的には全部文化庁の指導のとおりやっているはずでございますけれど

も。
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○副委員長 すみません。質疑の趣旨が違っているんですよ。だから、ほかの自治体と同様で

すかと聞いているんです。

○文化財保護課長 同様でございます。基準は、文化庁の示した基準に基づいてやっておりま

すので、それは全国一律のはずでございます。

○副委員長 いや、いいですか、私が質疑しているので。

  今ね、例として川越だったり東京だったりをばーっと出されたんですね。それが、川越は

近世だとか、東京は江戸だとか言っていましたよね。本市は、そこはやりませんとおっしゃ

ったので、そこは基準が違うではないですか。ですから、他市と基準は同じですかというの

はそこを聞いているんです。

○文化財保護課長 近世、近代については、文化庁が示している基準は、特に重要なものと思

われるものについては調査をしなさいという以上のものはございませんので、特に重要とい

うのを、その自治体にとってどう判断するかという部分での差異は、厳密に言えばあるとは

思います。

  当市の場合であれば、忍城というのは非常に近世の遺構であっても重要な遺構であります

ので、包蔵地として登録をして、調査をしております。文化庁の指導のとおりで、包蔵地と

して登載するかどうかということは１つの大きい基準にはなるので、包蔵地として各自治体

が登載しているものについては、一律の対応をしております。

  遺跡のことを行政用語でいうと、埋蔵文化財包蔵地、それを県のほうに届け出るんですね。

市町村のほうで、ここは遺跡があるということが確認できる範囲なのでということで。そこ

については、法的に規制がかかりますので、それを行田市の場合は忍城の跡の範囲について

は届け出ておりますので、調査の対象にしております。

○副委員長 最初に全部言ったけれども、話が……

〔発言する者あり〕

○副委員長 いいですか、私が質疑しているので。私が理解できないので……

〔発言する者あり〕

○文化財保護課長 それで、費用的なことですけれども、511万円は分譲住宅の建設業者がすべ

て負担をします。

  発掘調査の費用の負担割合ということのご質疑をいただきましたけれども、発掘調査の費

用は全額、私たち職員の給料以外の全額は、開発事業者である業者の負担になります。それ

は、国とか県とか市の持ち出しの費用はございません。ですから、歳入の雑入で上げている
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ものは全部、企業から頂くお金になっております。

  それと、発掘した後の流れですけれども、発掘した文化財については、それを整理を行っ

て、復元をして、報告のほうを文化庁に出していくという形になって、それについては別途

費用がかかるんですが、それについても企業のほうに、この後また別契約で、掘ってみない

と総量とか分かりませんので、積算の上、契約することになっております。

○副委員長 では、再質疑します。

  今、伺いましたけれども、１点目の発掘する基準というのは、文化庁が定めたとおっしゃ

るんですけれども、どうも聞いていると、文化庁が定めた中で各自治体がここが自分のとこ

ろと、近世はうちはここやったほうがいいですね、いや、古墳をやったほうがいいですね。

そういうことで、それぞれの自治体が選んでいるというふうに聞こえるんですけれども、そ

ういうことですか。

○文化財保護課長 中世以前については、全部の自治体がやっている、全部やりなさいという

ことの文化庁の指導ですので、市町村がセレクトする余地はございません。市町村がそうい

うセレクトをする余地があるのは、あくまで江戸時代以降の遺跡をどう判断するかというと

ころは、確かにそれは重要かどうかという判断は自治体の判断に、文化庁としては重要なも

のという表現なので、ある意味任されていることになっております。

○副委員長 そうしましたら、今、基準というのでも、中世以前は全自治体に発掘調査せよと

いうことであるけれども、それ以外についてはそれぞれの自治体にお任せしますということ

で理解してよろしいですか。はい、分かりました。

  そうしますと、行田市の場合は、先ほど忍城という話も出ましたけれども、この基準とい

うのが中世以前のみならず、行田市独自で発掘調査をしているという理解でよろしいでしょ

うか。

○委員長 答弁お願いします。

○文化財保護課長 近世についてはそういうことでございます。

○副委員長 はい、理解しました。

  そして、次の費用分担について、これは全て企業持ちということで分かったんです。それ

で、また、発掘後の文化財の復元作業の費用とその他もろもろも全部企業持ちということで

あるんですけれども、これも当該企業というのがもう分かっていることだと思うんですけれ

ども、そういうことで、今まで物が出たというか、ここがそうなのではないかと、遺跡では

ないかというふうになったことで、今までの契約が破談になったことというのはあるんでし
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ょうか。

○文化財保護課長 全てを把握しているわけではございませんが、試掘調査の結果、発掘をや

る前に試掘調査といって、本当に遺跡があるのかどうか、そういう包蔵地の中の調査をいた

します。それは行政のほうの費用でいたして、桜町についてもしているわけですけれども、

その結果、遺跡があって、調査でこれぐらい費用がかかりますよというご提示をしたときに、

経営的にそれが分譲住宅として難しくて、事業を断念するケースというのはございます。

  こちらも、実は分譲住宅で費用提示を、試掘調査をしたのは去年の11月と、結構早い時期

ですけれども、その後、事業者のほうでその事業が成り立つかどうか、かなり思慮されたよ

うで、発掘をして開発をしますと言ってきたのは最近になってからということでございます。

そういうケースはすごく多いわけではないですけれども、時折ございます。

  今回はどうか分かりませんが、過去のケースとして、最近、分譲住宅の方も、お金の負担

をご自身ではなくて、元の土地の所有者さんに、最初の契約でお求めをするようなケースも

あります。こちらもそのような話を、又聞きですけれども、聞いてはおります。

  契約がどちらになるかというのはケース・バイ・ケースですので、今回の場合は多分、事

業者である分譲業者等になると予定しておるんですけれども。

○副委員長 最後に、行田市はどこを掘っても出てきてしまうから、何かいろんなことをやる

のが大変だというようなことをあっちこっちで聞いたりはします。そういう土地柄というこ

とはあると思うんですが、今、文化庁から命じられているのは中世以前の発掘ということで

ありますので、行田市がそれ以外に、忍城関係とか等々で今後、そういう意味では線引きと

いうか、各自治体独自の部分というものというものの、またその割合というか、そこら辺ど

のように考えていますか。

○文化財保護課長 近々にその線引きを変える予定はございませんが、課題としてずっと思っ

ているのは、忍城については発掘をやっておりますけれども、忍城のいわゆる城下町に当た

る部分についての発掘は、今のところ行っておりません。それについて、川越市とか岩槻市

とか、そういった同じ県内の城下町の動向を見ながら、将来的に検討の素材に上がっていく

ことはあり得るかと思っています。

  現在も、機会があれば、まちなかのいわゆる城下町部分で土木工事がある際に、工事の現

場、参考までに見せてくださいといった形で時折立ち会わせていただいて、それは全然強制

ではなくて、任意でご協力をいただいていることですけれども、そういう遺跡が残っている

のかどうかということについては、少しずつ見て、状況を把握しようとは努めております。
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  以上でございます。

○委員長 斉藤委員。

○３番 斉藤委員 今回は分譲住宅ということで、業者の負担だということだと思います。個

人宅ですと、公的な措置が取られて、個人のお宅が払うことはないということで確認と。

  あともう１つですけれども、例えば桜町３丁目を掘り起こしたのは業者だと思うんですけ

れども、まず一番最初に見つけるのって業者なのかと思いますけれども、どういう方法で市

が知るのか。業者が、何か当たりました、何かあるかもしれませんということで、市に直接

連絡があるのか、どういう方法で市が知るのか知りたいのと。

  あと、建設業者がもう遅れたくない、要はこれを発掘することによって事業が遅れていく

わけですよね。そういった場合、知らせないということも出てくるのではないかと思うんで

すけれども、その辺どうなのか。

  それともう１つは、要は調査して、私も以前、忘れてしまったので、もう１度確認したい

んですけれども、掘り起こすものと埋めておくものとあると思うんです。そのまま現状維持

してくださいというのを、何か私、県のほうから聞いたことがあるんですよ。埋めておくと

いう保存の仕方もあるそうなので、その違いがよく分からないので、その辺もう１度お伺い

したいです。

○委員長 答弁お願いしますけれども、ちょっとお待ちください。かなり外れているところも

あるので、答えられる範囲でお願いします。

○文化財保護課長 まず、個人住宅に関していえば、建主さんに負担はない形になっておりま

す。もちろん、ただ、当然その間工事は待っていただかなければならなくなるので、例えば

それによって発生した経費とか、そういうものまではご負担はできないということになりま

す。例えば、その間は借家を別に１カ月借りなければいけないので、家賃を補償してくれと

かというのはお応えできないという形になります。

  それから、遺跡を知る方法ですね。埼玉県のほうで、包蔵地の地図というのを全自治体の

を公開しておりまして、業者はそれを見て、開発する土地がそういう遺跡、さっき言った埋

蔵文化財包蔵地というんですけれども、その地図を見て、遺跡に当たっているかどうかとい

うことで、まず照会に来られますし、それが分からない業者については、直接窓口に来られ

て、うちここを開発したいんですけれども、遺跡に当たっていますかということを聞いてく

る業者は年間1,000件ぐらいはございます。

  そういう中で当然、該当しませんとお答えするのが多いんですけれども、もちろんその遺
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跡の中ですので、ご協議をくださいということで、そこから協議が始まります。それは、開

発許可の場合であれば、開発指導課のほうに書類が出るんですけれども、それが合議で回っ

てきて、こちらのほうでそれを見て、これは遺跡の範囲に入っているので、開発指導課を通

じて協議をお願いしますということのご伝達をしたりします。

  次に、その協議にいらっしゃったときに、まず包蔵地になっているところにピンポイント

で細かく開発がありますので、本当にその下に遺跡自体があるのかどうか、広い遺跡内でも

空白な部分というのは中にはありますので、そのために行政のほうが費用負担をして、試掘

調査といって均掘を何箇所か、その開発地についてはいたします。そういう中で、本当に遺

跡があるかどうかというのと、どのくらいの深さに遺跡があるかというのを確認させていた

だきます。その上で、遺跡がありました。それが工事によって確実にその深さまで掘られて

しまって、工事すると遺跡がそのままだと壊れてしまいますという場合だけ発掘調査をいた

しております。それが30センチ以上余裕があって、例えば50センチ掘るけれども、遺跡の深

さは１メートルあります。工事をしても、50センチもっと深くにありますと、そういう場合

は発掘をいたさないで、そのまま保存してくださいということでします。それが、先ほど委

員がおっしゃった、そのまま保存するというケースになります。

  実は以前、阪神・淡路大震災以前、もう遺跡が出たら全部発掘をしなさいという指導だっ

たんですが、阪神・淡路大震災の復興の関係で、壊れない遺跡を掘る必要はないのではない

かという開発側の圧力が文化庁にかかりまして、文化庁もそれもそうだなということで、そ

れ以降、全国的に制度が変更されています。

  ですから、行田市の場合でも、遺跡が非常に多くて、年間試掘調査って50件、60件やって

いるんですけれども、そういう中で発掘に至るのは10件程度になっております。ですから、

遺跡があっても深いので、そのまま保存になりますというケースがあります。ただ、行田市

の場合、地盤が非常に悪いので、くいを打たれてしまうケースが多いので、そうしてしまい

ますと、どうしてもくいが遺跡をぶち壊してしまうので、調査になってしまうというような

ケースもございます。

  業者が黙ってということですけれども、基本的には開発許可、あるいは建築確認といった

ところで把握ができるので、そこでチェックをしております。それ以外については、法律上

は見つけたときには必ず届け出ることということになっているので、届出をいただいている

とは思っております。ごくまれにですけれども、出てきてしまいましたということをいただ

いて、現地に行ったことというのはございます。そこは、こちらも市内で開発になる全部を、
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その場所にその都度行ってチェックはできておりませんので、そういう法律の書類上のチェ

ックを原則としてやっているという形になります。

○委員長 斉藤委員。

○３番 斉藤委員 今ね、法律上はそうなっているんだけれども、業者としては言わなければ

言わないでそのまま工事が進んでしまうということがあって、それのチェックというのはで

きないですか、もう良心に任せるというようなことなのか。要は、地図に当たらなくても、

掘ってみたら出るということあると思うんですよ。建設中に出たけれども、もう遅れられな

いから、そのまま進めてしまえということのチェックというのは市でできるんですかという

ことです。

○委員長 それは答えられる範囲でお願いします。

  中島課長。

○文化財保護課長 随時パトロールをしているわけではないので、現実的には非常に難しいで

すけれども、市内に出たときに、ここ遺跡の範囲なのに工事して、近いところなのに工事し

ているというところは、極力寄ってお話をして、中を拝見させていただくようにはいたして

おります。

  以上でございます。

○委員長 よろしいですか。

  そのほかございませんか。

〔発言する者なし〕

○委員長 他に質疑もないようですので、質疑を終結いたします。

  以上で、議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）中、教育委員会所管

部分についての審査を終了いたします。

  なお、議案第40号の討論及び採決は、この後審査をいたします議会事務局所管部分の説明

及び質疑終了後に一括して行います。

  暫時休憩いたします。

午前 １０時 ３３分 休憩

             ──────────────────

午前 １０時 ４４分 再開

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、総務部所管の議案について審査を行います。
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  まず、横田総務部長にご挨拶をお願いいたします。

○総務部長 皆様、こんにちは。。

  委員の皆様には、日頃から総務部各般にわたります事務事業の推進に格別なるご理解とご

協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

  本日ご審議いただきます案件は、議案第41号、それと第42号でございます。説明につきま

しては、それぞれ担当課長から申し上げますので、委員の皆様にはご審査のほどよろしくお

願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。

  なお、説明に当たりまして、失礼して着座にて説明させていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。

○委員長 ありがとうございました。

  これより審査に入りますが、委員並びに執行部の皆様に申し上げます。

  議事の整理上、発言は委員長の許可を得てから、ワイヤレスマイクを使用の上お願いいた

します。

  また、新型コロナウイルス感染症対策のため、説明、質疑及び答弁については簡潔明瞭に

行い、円滑な議事進行にご協力をお願いいたします。

  それでは、審査に入ります。

             ──────────────────

△議案第４１号について

○委員長 初めに、議案第41号 行田市税条例等の一部を改正する条例についてを議題とし、

執行部の説明を求めます。

  吉田税務課長。

○税務課長 よろしくお願いいたします。

  それでは、議案第41号について説明を申し上げますので、議案書の66ページをお願いいた

します。

  議案第41号 行田市税条例等の一部を改正する条例でございます。

  本案は、地方税法等の一部を改正する法律が令和４年３月31日に公布されたことに伴い、

令和４年３月31日付専決処分で改正を行ったもの以外で条例改正が必要となる事項について、

所要の改正を行うものでございます。

  主な改正内容は、次の３点になります。

  １点目は、納税証明書や固定資産課税台帳の証明書等に住所に代わる事項の記載を可能に
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するための措置。２点目は、特定配当等に係る課税方式を所得税と一致させるための措置。

３点目は、市民税の申告に係る扶養親族等に関する措置を講じるものでございます。

  それでは、改正内容についてご説明申し上げますので、新旧対照表の10ページをお願いい

たします。

  初めに、第11条の４は、納税証明書の交付に当たり、住所に代わる事項の記載を可能にす

るための措置を講じるものでございます。

  次の第26条及び次のページになりますが、第27条の８は、特定配当等に係る所得の課税方

式を所得税と一致させるための措置を講じるものでございます。

  次に、12ページをお願いいたします。

  第29条の２は、市民税申告義務に係る配偶者特別控除額の規定を整備するものでございま

す。

  次に、13ページをお願いいたします。

  第29条の３の２は、給与所得者の扶養親族等申告書について、退職手当等を有することに

より、所得税法上の配偶者控除及び配偶者特別控除の対象とならない配偶者の氏名を記載事

項に追加するものでございます。

  下段から次のページになりますが、第29条の３の３は、公的年金等受給者の扶養親族等申

告書について、退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族を有する者の提出義務を規定

するとともに、記載事項に当該配偶者である特定配偶者の氏名を追加するものでございます。

  第59条の２及び次のページになりますが、第59条の３は、固定資産課税台帳及び同台帳の

記載事項の証明書に住所に代わる事項の記載を可能にするための措置を講じるものでござい

ます。

  附則第３条の３の２は、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除期間の延長

等に伴う改正でございます。

  下段になりますが、附則第14条の３は、上場株式等に係る配当所得の申告分離課税は、所

得税での適用がある場合に限り適用することを規定するものでございます。

  次に、16ページをお願いいたします。

  附則第15条の２は、引用条項を整理するものでございます。

  次に、17ページをお願いいたします。

  附則第18条の２及び第18条の３は、それぞれの課税の特例について申告方式の選択に係る

規定を整備するものでございます。
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  次に、19ページをお願いいたします。

  改正前の附則第24条は、附則第３条の３の２を改正することに伴い、削除するものでござ

います。

  次に、20ページをお願いいたします。

  第２条の規定による行田市税条例の一部を改正する条例の一部改正でございますが、令和

３年条例第19号の一部改正条例について、所要の改正を行うものでございます。

  議案書に戻りまして、69ページをお願いいたします。

  こちらは附則でございますが、第１条は、それぞれの施行期日を定めるものでございます。

  次のページになりますが、第２条は納税証明書に関する経過措置、第３条は市民税に関す

る経過措置、次のページになりますが、第４条は固定資産税に関する経過措置をそれぞれ定

めるものでございます。

  以上で、議案第41号 行田市税条例等の一部を改正する条例についての説明とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。

○委員長 以上で説明は終わりました。

             ──────────────────

△議案第４１号の質疑

○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。

  斉藤委員。

○３番 斉藤委員 では、行田市税条例のほうですけれども、理由の中にまず１点目、特定配

当等に係る課税方式を所得税と一致させるためということが書かれています。先ほど説明に

もざっくりありましたけれども、そこの部分に関して、今まではどういうことができて、令

和４年度の改正からどういうことができなくなるのか。そして、この申告者にどういう影響

が出るのか、その辺についてお伺いしたいと思います。

○委員長 執行部の答弁を求めます。

  税務課長。

○税務課長 第26条及び第27条の８は、特定配当等に係る所得の課税方式を所得税と一致させ

るための措置ということで説明を申し上げましたが、これは今までといいますか、現状は上

場株式等の配当等がある場合、所得税と個人住民税において、異なる課税方式の選択が可能

となっております。すなわち、所得税につきましては申告不要、総合課税、そして申告分離

課税の３つの課税方式が選択できる一方、個人住民税においてもそれぞれ３つの選択ができ
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ることとなっております。

  この改正後は、所得税と住民税のこの課税方式を一致させるという改正でございますが、

今までは申告をするときに、所得税においては総合課税をまず選択したとします。その後、

個人住民税においては申告不要を選択するというケースが結構あったところでございます。

それは、なぜそういったことがあるかといいますと、総合課税にした場合は、配当等による

所得も全部所得として合算されるわけですが、住民税におきまして申告不要というのを選択

しますと、総所得金額には算定されなくなりますので、例えば住民税の計算のほかに、国民

健康保険等の算定において、総所得が変わってくるということがございました。

  その後、今回の改正の後は、課税方式、所得税と住民税において課税方式を一致させるこ

とになりますが、影響としましては、別々の選択ができないということですので、例えば確

定申告されるときに、どちらにするかというのは納税者のほうでよく選択をする必要が出て

くるかと思います。

  これらにつきましては、こういった株式の配当等の金融所得課税と申しますが、もともと

が所得税と個人住民税を一体として設計がされてきたことがございます。そういったことか

ら今回、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとした税制改正に伴うものでござ

います。

  以上です。

○委員長 よろしいですか。

  斉藤委員。

○３番 斉藤委員 今の説明ですと、要は株の利益ですよね。それが所得税と個人住民税で異

なる課税方式が今までは取れていたということだと思います。そして、今度のこの改正の中

ではそれができなくなると、どちらかに一致させなさいよということだと思います。

  それで、お聞きしたいのは、先ほど影響があるよと、ほかにも国保という今説明がありま

したけれども、では、住民税の所得、住民税以外に影響を受けるものというのはどういうの

がありますか。今、国保だけの説明がありましたけれども、ほかにどういうものが影響があ

るのか。

  それと、所得税が総合課税、住民税は申告不要制度ということで今説明がありましたけれ

ども、ということは、今までは住民税の税の負担を抑えることができたと。それで、この改

正によってできなくなったということでいいのか。

  もう１つ、例えば所得税が申告分離課税で、損益通算とか繰越控除というのがありますけ
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れども、それを利用して、住民税が申告不要制度を選択すると、ほかの国保もろもろ費用を

抑えることができるということで、今までは、要は有利に節税ができたと。ところが、今回

の改正でそういった節税ができなくなったということなのか、確認させてください。

  以上、それ。

○委員長 答弁お願いします。

  吉田課長。

○税務課長 これらの配当所得等に係るものの所得で、国民健康保険のほかに影響があるもの

として、介護保険料や後期高齢者医療保険料がございます。

  それから、税額のほうは、今までにつきましては、異なる課税方式を選択して、住民税を

申告不要にした場合は、既に源泉徴収をされておりますので、税負担というのはそんなに変

わらないと思います。５％が今までも源泉控除されておりましたので、その５％のところは

申告をしても申告をしなくても、その負担というのは大きく変わらないといったところです。

  そして、３点目の今まで異なる課税方式において、節税がされていたのかということです

が、その点につきましては、納税者の条件にもよるんですが、トータル、大きいくくりで見

れば、総所得に算定されない部分があるというところで、有利になっていたというところも

あるかと思います。

  以上です。

○委員長 斉藤委員。

○３番 斉藤委員 では、先ほど国保、介護保険、後期高齢者も影響を受けるというのがあり

ましたけれども、医療機関での例えば窓口負担の割合が３割となる現役並みの所得者に該当

するかの判定基準にもこれは関係してきますか、してきませんか、お伺いします。

  それと、課長はあんまり負担は変わらないよと言うんですけれども、私はすごく変わると

思うんです。ただ、これは仮の利益なわけですよ。それで見たときに、影響を受ける層とい

うのがあると思うんですけれども、より所得が高い層に、今まで節税ができたというところ

で、きちっとした税金を納めなさいよということなのかなと。

  いろいろ調べましたけれども、申告手続の簡素化もありますけれども、税の公平性ですか、

そういったところの是正という目的もあるのかなと思いますけれども、その辺どうですか。

○委員長 答弁お願いします。

  吉田課長。

○税務課長 医療機関の自己負担におきましては、総所得金額というところで見れば影響があ



－30－

るのかと思います。

  課税方式の一致による税負担の関係ですが、ただ、申告方式を一致させるわけですが、税

率とかが変わるわけではないです。もともとの源泉徴収とかは変わりませんので、所得の低

い人と所得の高い人ではそれぞれ、税率とか、例えば所得税を総合課税にした場合は、所得

が多い方は税率は今まで高かったわけです。そういった方は、源泉分離課税にしたほうが有

利だと、そういうのは個々のケースでありましたが、その方の所得内容ですとかにおいて、

様々なケースがございますので一言では言えませんが、総所得に含まれるかどうかというと

ころは影響はあると考えております。

  以上です。

○委員長 よろしいですか。

〔発言する者なし〕

○委員長 他に質疑もないようですので、質疑を終結いたします。

             ──────────────────

△議案第４１号の討論

○委員長 次に、討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。

  斉藤委員、反対ですか。

○３番 斉藤委員 賛成。

○委員長 賛成ですね。どうぞ。

○３番 斉藤委員 議案第41号 行田市税条例等の一部を改正する条例について、賛成の討論

を行います。

  まず、一般の納税者の所得は、給与だったりとか事業所得、年金が中心なわけですけれど

も、例えば所得額を１億円を超えるような富裕層がいます。そういった富裕層というのは、

株式などで得た利益だとか、あとは土地、そして株式を譲渡して得た所得が多いと考えます。

こういったものはほかの所得と分ける、分離課税を選べば税率が低く抑えられることができ

ました。さらに、所得が多い人ほど分離課税の所得の割合が高いので、所得が安くなる仕組

みになるわけです。

  今回の税制改正で、所得税と個人住民税の課税方式を一致させるということで、株式配当

や株式譲渡所得への課税を有利な方向へ選択できることができなくなるということで、よっ

て、富裕層からの税収を適切に課すことにつながると考えます。

  よって、この条例案には賛成といたします。
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○委員長 他に討論の申出はございません。これをもって討論を終結いたします。

             ──────────────────

△議案第４１号の採決

○委員長 次に、採決いたします。

  議案第41号 行田市税条例等の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の委

員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第41号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。

  暫時休憩いたします。

午前 １１時 ０６分 休憩

             ──────────────────

午前 １１時 ０７分 再開

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

             ──────────────────

△議案第４２号について

○委員長 初めに、議案第42号 行田市議会議員及び市長選挙における選挙運動用自動車の使

用等の公営に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、執行部の説明を求めま

す。

○委員長 菅原選挙管理委員会書記長、お願いします。

○選挙管理委員会書記長 よろしくお願いいたします。失礼ですが、着座にて説明させていた

だきます。

  それでは、議案第42号 行田市議会議員及び市長選挙における選挙運動用自動車の使用等

の公営に関する条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。

  議案書の72ページをお願いいたします。

  本案は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が令和４年４月６日に公布、施行され、

国政選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成

の公営に要する経費に係る限度額が引き上げられたことから、本市においても国と同様の改

正を行おうとするものでございます。

  この公営制度における基準の見直しは、３年に１度、参議院議員通常選挙が執行される年
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に、その年の社会情勢や経済状況の変化などを踏まえ、行われるものでございます。

  このたびの改正は、最近における物価の変動等を鑑み、見直しが行われたものでございま

す。

  それでは、主な改正内容について説明申し上げますので、新旧対照表の21ページをお願い

いたします。

  第４条第２号、次のページになりますが、アの改正につきましては、選挙運動用自動車の

借入契約に係る１日当たりの支払限度額を「１万5,800円」から「１万6,100円」に改めるも

のでございます。

  次の同号イの改正につきましては、選挙運動用自動車に供給した燃料に係る１日当たりの

支払限度額を「7,560円」から「7,700円」に改めるものでございます。

  23ページをお願いいたします。

  第９条及び第10条の改正につきましては、選挙運動用ビラの作成に係る公費負担の限度額

を算定するための選挙運動用ビラ１枚当たりの作成単価を「７円51銭」から「７円73銭」に

改めるものでございます。

  その下から次のページになりますが、第13条の改正につきましては、選挙運動用ポスター

の作成に係る公費支払いの算定基礎となる作成単価の限度額を算出するに当たり、ポスター

の印刷費１枚当たりの単価を「525円６銭」から「541円31銭」に、企画費を「31万500円」か

ら「31万6,250円」に改めるものでございます。

  その他の条項につきまして、用語の整備を行うものでございます。

  議案書に戻りまして、73ページをお願いいたします。

  附則でございますが、施行期日及び経過措置を定めるものでございます。

  以上で、議案第42号 行田市議会議員及び市長選挙における選挙運動用自動車の使用等の

公営に関する条例の一部を改正する条例の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議

のほどお願いいたします。

○委員長 以上で説明は終わりました。

             ──────────────────

△議案第４２号の質疑

○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。

  斉藤委員。

○３番 斉藤委員 今回は、選挙の公営に要する費用の限度額が引き上げられたということで、
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お金があってもなくても、全ての人がひとしく立候補できるということを考えれば、こうい

った費用が引き上げられるのは賛成ですけれども、まず１点目、国政選挙が引き上げられた

ということで、市長選挙、市議会議員選挙もということですけれども、その背景というのは

何があったんでしょうか。例えば、物価高だとかそういうことが関係しているのかというこ

とです。

  それと、いろいろ300円だとか140円だとか22銭だとか引き上がっていますけれども、この

積算根拠というのは、どういうことでこの金額が上がっているのか。特に、ビラが22銭上が

っていても、よく分からないので、枚数でいくとどのぐらい、積算がよく分からないですよ、

なぜ22銭なのか、その辺。要は、集まれば１円単位になるんですけれども、通貨としては銭

というのはないので、その辺お伺いしたいと思います。

○委員長 執行部の答弁を求めます。

  菅原書記長。

○選挙管理委員会書記長 斉藤委員の質疑にお答え申し上げます。

  まず、１点目の背景でございますが、先ほど冒頭の説明で申し上げましたとおり、このた

びの改正におきましては、国の最近における物価高の変動に鑑み行われたものでございます。

  続いて、２点目の積算方法についてでございますが、こちらについては国のほうで改正内

容を定めておりまして、市長、市議におきましても、国の改正と同様の金額に合わせている

関係から、細かい積算までについては、私どものほうで出しているわけではございませんの

で分かりかねる部分もありますが、国と同額というふうに従前よりさせていただいていると

ころでございます。

  以上です。

○委員長 よろしいですか。

  そのほかございますか。

〔発言する者なし〕

○委員長 他に質疑もないようですので、質疑を終結いたします。

             ──────────────────

△議案第４２号の討論、採決

○委員長 次に、討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。

〔発言する者なし〕

○委員長 討論の申出はございません。これをもって討論を終結いたします。
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  次に、採決いたします。

  議案第42号 行田市議会議員及び市長選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関

する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の委員は挙手をお願いいた

します。

〔賛成者挙手〕

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第42号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。

  暫時休憩いたします。

午前 １１時 １５分 休憩

             ──────────────────

午前 １１時 ２５分 再開

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

  次に、総合政策部所管部分の議案について審査を行います。

  まず、渡邉総合政策部長にご挨拶をお願いいたします。

○総合政策部長 皆様、こんにちは。。

  江川委員長、細谷副委員長はじめ総務文教常任委員会の皆様には、平素より総合政策部所

管の業務に格別のご理解賜り、誠にありがとうございます。

  本日ご審議いただきます案件は、議案第40号の令和４年度行田市一般会計補正予算（第２

回）でございます。そのうち、総合政策部が所管する部分でございます。説明につきまして

は、財産管理課長から申し上げますので、よろしくご審議のほど、どうぞよろしくお願いい

たします。

  簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。

○委員長 ありがとうございました。

  これより審査に入りますが、委員並びに執行部の皆様に申し上げます。

  議事の整理上、発言は委員長の許可を得てから、ワイヤレスマイクを使用の上お願いいた

します。

  また、新型コロナウイルス感染症対策のため、説明、質疑及び答弁については簡潔明瞭に

行い、円滑な議事進行にご協力をお願いいたします。

  それでは、審査に入ります。

             ──────────────────
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△議案第４０号について

○委員長 初めに、議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）中、総合政策

部所管部分についてを議題とし、執行部の説明を求めます。

  石川財産管理課長、よろしくお願いします。

○財産管理課長 着座にて失礼いたします。

  では、ご説明いたします。

  歳出から申し上げます。

  議案書の54ページをお願いいたします。

  ２款総務費、１項５目財産管理費で1,167万1,000円の追加でございます。これは、新型コ

ロナウイルス感染症対策事業のオンラインミーティング環境整備事業に伴うものでございま

す。

  右ページ、説明欄、◎市有財産維持管理費の建物改修工事請負費ですが、本庁舎３階305会

議室に新たに可動式間仕切りを設置し、２部屋にするとともに、305会議室と306会議室の間

仕切りとして使用している既設のアコーディオンカーテンを撤去し、同様に可動式間仕切り

に入れ替えるものでございます。これにより、フロア全体で個室が３つできますので、新型

コロナウイルスの流行を背景に増加傾向にございますオンライン会議に対応できるスペース

を確保しようとするものでございます。

  可動式間仕切りにすることで、必要に応じ部屋の大小を変更することが可能となっており

ます。

  次に、歳入について申し上げます。

  戻りまして、44ページをお願いします。

  14款国庫支出金、２項１目総務費国庫補助金ですが、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を財源として見込むものでございます。

  以上で説明をおわります。よろしくお願いします。

○委員長 以上で説明は終わりました。

             ──────────────────

△議案第４０号の質疑

○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。

  福島委員。

○２番 福島委員 それでは、２点ほど質疑をさせていただきます。
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  まず１点目が、現状、オンライン会議はどうされているのかというところを教えていただ

けたらと思います。

  もう１点が、財源構成ですけれども、国・県支出金は925万2,000円で、一般財源が241万

9,000円ということで、どうしてこういう財源構成になっているのかと、その２点、よろしく

お願いします。

○委員長 答弁お願いします。

  石川課長

○財産管理課長 １点目、現状、オンライン会議はどういうふうにやっているのかということ

ですけれども、本庁舎におきましては、主に２階の203会議室、あと３階の307会議室を利用

してオンライン会議を行っています。オンライン会議のパソコンの貸出状況を情報政策課で

やっていますけれども、直近で見ますと、３月で30件、４月40件、５月50件という状況で、

同一時間帯に複数の貸出しもあるということを聞いておりまして、会議室の確保が難しいの

でこういうふうにしているということでございます。

  ２点目のコロナ交付金活用事業についてですけれども、総事業費が交付限度額を上回って

いるので、財政課において、事業ごとに国庫支出金と一般財源を案分して計算しています。

  以上でございます。

○総合政策部長 総事業費に全て国庫支出金を充てますと、執行残が、入札差金とか出たとき

に返還になってしまいますので、幾分一般財源を充てないというところで、このようにさせ

ていただいております。

  以上でございます。

○委員長 そのほかございますか。

  斉藤委員。

○斉藤委員 特段反対する内容でもないですけれども、1,167万1,000円というのはかなり大き

な金額ですので、内訳だけ確認させてください。

○委員長 答弁お願いします。

  石川課長。

○財産管理課長 工事費につきましては、専門業者の見積り、県が作成しております積算標準

単価表を基に積算しております。

  内訳につきましては、ここは天井が高いものですから、足場を造るというので仮設工事、

これが出てきます。あと、鉄骨の下地工事です。ここを外しまして、鉄骨が出てきますので、



－37－

鉄骨に間仕切りを支える下地工事、これを行います。あと、間仕切りの設置工事です。あと、

天井を復旧する工事です。あと、部屋を２つに分けるものですから、電気の配線も替えて、

１部屋ずつ電気がつくように、そういう電気設備の工事も入っております。ざっくり言うと、

そんな感じで構成されております。

  以上でございます。

○委員長 よろしいですか。

〔発言する者なし〕

○委員長 他に質疑もないようですので、質疑を終結いたします。

  以上で、議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）中、総合政策部所管

部分についての審査を終了いたします。

  なお、議案第40号の討論及び採決は、この後審査をいたします議会事務局所管部分の説明

及び質疑終了後に一括して行います。

  暫時休憩いたします。

午前 １１時 ３３分 休憩

             ──────────────────

午前 １１時 ３３分 再開

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

  次に、議会事務局所管の議案について審査を行います。

  まず、新井議会事務局長にご挨拶をお願いいたします。

○議会事務局長 皆さん、こんにちは。

  委員の皆様には、日頃より議会事務局の業務に対しご理解を賜り、この場をお借りし、厚

く御礼を申し上げます。

  この後、説明をさせていただきますが、本日はよろしくお願い申し上げます。

○委員長 ありがとうございました。

  それでは、審査に入ります。

             ──────────────────

△議案第４０号について

○委員長 初めに、議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）中、議会事務

局所管部分についてを議題とし、執行部の説明を求めます。

  新井議会事務局長、お願いします。
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○議会事務局長 それでは、議会事務局所管部分について説明をさせていただきます。申し訳

ございませんが、着座にて説明をさせていただきます。

  初めに、歳出から申し上げます。

  52ページをお願いいたします。

  １款議会費、１項１目議会費でございますが、576万円の追加補正を行いたいとするもので

ございます。

  右ページ、説明欄をご覧願います。

  ◎市議会運営費でございます。17節備品購入費の庁用器具費576万円につきましては、新型

コロナウイルス感染症対策として、委員会室等で使用する会議用机24台、それと椅子44脚に

ついて入れ替えるものであります。

  詳細を申し上げます。まず、机24台でございますが、議員間の距離を適切に確保し感染リ

スクの低減を図るため、委員会室の会議用机を１人がけで使用する幅の狭いタイプ、サイズ

が1,500というものです。ここのテーブルは1,800です。1,500のタイプに入れ替え、継続事業

となっている委員会室の改修と併せ、全員協議会、議員説明会等を拡張される委員会室で開

催できるよう24台購入しようとするものであります。

  実際、会議室、入り口から奥の窓に向かっての距離が狭いもので、ここに1,800のタイプの

机を３台並べることが困難という形で、既存の机が使用できないという状況でございます。

そういった点で購入するというものでございます。

  次に、椅子44脚ですが、現在使用しているものは委員会室の布張りでございます。このた

め、アルコールによる拭き掃除等は現在していない状況にありますけれども、これも感染症

対策として、アルコール清掃ができるよう、アルコールによる劣化が生じにくい素材のもの

に入れ替えるものでございます。

  また、この費用を賄う財源内訳につきまして、国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金から456万6,000円、一般財源から119万4,000円でございます。

  以上で、議会事務局所管部分の説明をおわります。よろしくお願いします。

○委員長 以上で説明は終わりました。

             ──────────────────

△議案第４０号の質疑

○委員長 次に、質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。

  香川委員。
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○４番 香川委員 購入に関しては別にいいんですけれども、現在ある机と椅子に関しては、

売却するのか、廃棄するのかをお願いしたいと思います。

  また、先ほども福島委員が財産管理課のほうで質疑しましたけれども、この一般財源の119

万4,000円というのは先ほどの財産管理課と同様で、執行残が出ると返金という形になってし

まうということで、一般財源のほうにも分けたということでよろしいでしょうか。

  以上、２点お願いします。

○委員長 執行部の答弁お願いいたします。

  新井事務局長。

○議会事務局長 それでは、２点いただきました香川委員の質疑についてお答えいたします。

  まず、既存の机、椅子につきましては、今回、感染症対策として入替えを行うということ

ですので、基本的に廃棄を考えております。ただ、購入する机につきましても、実際、委員

会室で使うに当たって、24台では不足する部分もございますので、幅の狭い1,500のタイプも

今10台あります。こちらのほうを活用するということも、今回24台とした中の前提にありま

すので、そちらについては引き続き活用をしていきたいと思っています。

  また、ほかの机につきましても、まだ程度はいいですから、ほかの議会で管理しておりま

す307会議室、あるいは会派控室等で、その他記者室等でも活用の余地があれば、そちらのほ

うで古いものと交換するという形で活用も考えております。机のほうは、基本的には活用を

していきたいという形を考えております。

  また、椅子につきましては、今回、全て入れ替えるという形でございますけれども、現状

ある椅子、レザー張りの赤い椅子が307会議室、あとそこにも使ってないので積んであるんで

すけれども、こちらについては購入後40年以上経過しております。劣化もしておりますので、

基本的には廃棄を考えております。

  また、委員会室で使っております布張りの椅子につきましては、こちらも先ほど申し上げ

たとおり、コロナウイルスの感染症対策として、清掃、拭き掃除ができないということもご

ざいますので、廃棄あるいは不特定多数の方が使わない、あるいは予備的なところというと

ころで、全て廃棄してしまって足らなくなるということも、場合として考えられますので、

何台かは予備としてこちらの３階の中に置いておくということを考えております。基本的に

は、椅子については廃棄という形を考えております。

  それと、２点目の財源内訳につきましては、基本的には予算要求の段階で、議会としては

事業費全て新型コロナウイルスの交付金を活用しての事業という形で予算要求をしておりま
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すが、全体の予算を構成する中で、予算を所管する総合政策部財政課のほうにおいて調整が

入ったという形でございます。

  基本的考え方は、先ほど香川委員のおっしゃったとおり、また、先ほど後ろで聞いていま

したので、総合政策部長がお答えしたとおりの内容であるというふうに説明はいただいてお

ります。

  以上でございます。

○委員長 香川委員。

○４番 香川委員 机のほうは分かりました。

  24台は購入で、10台あるということは、全体で34台ということになるわけですか。それで

よろしいんでしょうか。

○委員長 答弁お願いします。

○議会事務局長 幅の狭い1,500のタイプが24台、既存が10台ありますので、合計34台になりま

す。新しい委員会室に11列で並ぶんですけれども、33台分という形で、議員は20名ですけれ

ども、今度は執行部用という形も含めて、全部が１人がけというような形を取るため、この

ような形になっております。

  以上でございます。

○委員長 よろしいですか。

  そのほかございますか。

  斉藤委員。

○３番 斉藤委員 これは議会事務局で出してきたのかと思うんですけれども、まずこれを決

めるときに、議員に提案というか、アイデアといいますか、こういう予算が来るので、何か

ありますかという提案を求めていたのか、それともどういう経緯でこれにしたのか、事務局

で考えたのか、議長に相談なり何なりしたのか、お伺いしたいと思います。

○委員長 答弁お願いします。

○議会事務局長 答弁申し上げます。

  議員のほうには特に投げかけてはございません。事務局において、コロナ交付金の活用事

例等を参考として、議会の備品等の実態を踏まえた上で、活用できる可能性があるという形

で事業提案をさせていただいたものでございます。

  代表者会議のほうで１度、要求後の報告はさせていただいております。

○委員長 よろしいですか。
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  斉藤委員。

○３番 斉藤委員 いいんですけれども、代表者会議という場がありますし、いろんな議員に

提案、投げかければ、それだけいろんなものが出てくると思いますので、それを採用するか

しないかは事務局で考えてもらえばいいんですけれども、こういう予算が来ているというこ

とは一言言っていただけるといいなと思います。

  以上です。

○委員長 答弁お願いします。

○議会事務局長 すみません。こういうものがあるので、活用について御意見を伺うという形

では代表者会議のほうに出してはおりませんが、事務局のほうでこういった形で予算要求を

することを考えているという形での段階でご提案をさせていただいております。

  以上でございます。

○委員長 よろしいですか。

  そのほかございますか。

〔発言する者なし〕

○委員長 よろしいですか。

  他に質疑もないようですので、質疑を終結いたします。

  以上で、議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）中、議会事務局所管

部分についての審査を終了いたします。

  以上をもって、議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）について、全

ての部署の質疑が終了いたしました。

             ──────────────────

△議案第４０号の討論、採決

○委員長 続いて、議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）についての討

論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。

〔発言する者なし〕

○委員長 討論の申出はございません。これをもって討論を終結いたします。

  次に、採決いたします。

  議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）は、原案のとおり可決するに

賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕
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○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第40号は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。

以上で、当委員会に付託されました案件の審査を終了いたします。

なお、お諮りいたします。委員会審査報告書及び委員長報告の作成等につきましては、委

員長にご一任願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長 ご異議なしと認め、さよう決しました。

なお、委員長報告の読み合わせについては、最終日29日の午前８時45分から第１委員会室

で行いますので、時間までにご参集願います。

             ──────────────────

△閉会の宣告

○委員長 本日は、これにて閉会いたします。

午前 １１時 ４６分 閉会

             ──────────────────
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    行田市議会委員会条例第３０条第１項の規定によりここに署名する。

                総務文教常任委員会委員長   江  川  直  一
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午前  ９時 ３０分 開会

△開会の宣告

○委員長 ただいまから建設環境常任委員会を開会いたします。

  ご連絡いたします。傍聴される方につきましては、委員会審査中の雑談、発言等を禁止い

たしますので、よろしくご聴取のほどお願い申し上げます。

  なお、審査中における傍聴人の入退室については自由となっておりますので、念のため申

し添えます。

  当委員会に付託されております案件は、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議

案２件であります。

  審査につきましては、お手元に配付いたしました審査日程により行いたいと思います。

             ──────────────────

○委員長 これより、市民生活部所管の議案について審査を行います。

  まず、市民生活部長にご挨拶をお願いいたします。

○市民生活部長 改めまして、皆様おはようございます。

  委員の皆様には、市民生活部の所管事業の推進に対しまして、日頃より格別なるご理解と

ご支援を賜り、この場をお借りいたしまして厚く御礼を申し上げます。

  さて、第６波として感染拡大を続けておりました新型コロナウイルス感染症も、緩やかで

はございますが減少傾向にございます。本市におきましても、徐々にではありますが、市民

の皆様の活動も平時の頃に戻りつつあり、明るい兆しが見えてきております。

  市民との関わりが深い市民生活部におきましては、市民の皆様が躍動的に、そして充実し

た市民生活を取り戻せるよう、引き続きしっかりとサポートしてまいりたいと存じます。

  本日は、議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）及び議案第46号 令

和４年度行田市一般会計補正予算（第３回）のうち、市民生活部所管部分につきましてご審

議を賜りたいと存じます。説明につきましては、所管する所長及び課長から申し上げますの

で、何とぞよろしくお願い申し上げます。

  以上、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

○委員長 ありがとうございました。

  これより審査に入りますが、委員並びに執行部の皆様に申し上げます。

  議事の整理上、発言は委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。また、発言時
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はマイクを使用していただくようお願いいたします。

  なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、説明及び質疑並びに答弁は簡潔明瞭に行っ

ていただき、円滑な議事運営にご協力をお願いいたします。

             ──────────────────

△開議の宣告

○委員長 それでは、これより議事に入ります。

             ──────────────────

△議案第４０号について

○委員長 初めに、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第40号 令和４年度行

田市一般会計補正予算中、市民生活部所管部分についてを議題とし、執行部の説明を求めま

す。

  南河原支所、今井支所長、お願いします。

○南河原支所長 おはようございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

  それでは、失礼ですが着座にてご説明をさせていただきます。

  それでは、議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）につきまして、南

河原支所が所管する部分についてご説明申し上げます。

  54ページをお願いいたします。

  ２款総務費、１項８目支所費のうち、55ページ説明欄の11節水質検査手数料及び14節の３

番目、観測井戸設置工事請負費は、南河原支署における灯油流出事故の影響を定期的に観測

するために、モニタリング用の観測井戸を支所の西側道路境界付近に設置し、四半期ごとに

本年度は３回の水質検査を実施するものでございます。

  14節建物改修工事請負費及び空調設備設置工事請負費は、南河原支所の既設の空調設備が

灯油の流出により使用できなくなったため、新たにパッケージ型の空調設備を事務室、更生

保護サポートセンター、会議室の３箇所に各１台設置するものでございます。あわせまして、

事務室に間仕切りを設置し、省スペース化を行うことにより、空調設備の効率的な使用を図

るものでございます。

  以上、ご説明とさせていただきます。

○委員長 ありがとうございました。

  以上で説明は終わりました。

             ──────────────────
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△議案第４０号の質疑

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。

  吉野委員、どうぞ。

○３番 吉野委員 おはようございます。

  ３点ばかりお願いします。

  まず１点目は、先ほど西側に設けるというご説明でしたけれども、西側に設ける理由とい

いますかね、東ではなくて、北ではなくて、南ではなくて、どうして西側なのか、最初の質

問です。

○委員長 ３つでしょう。

○３番 吉野委員 ２つ目は、こういう建物の中のところが漏液したんだと思うんですけれど

も、地中に漏出したわけですけれども、こういう事例といいますかね、調べてあるのかどう

か教えてください。

  それから、３つ目は、この先の収束というか、収め方というか、どういう方向に収めよう

としているのか、検討してあればお聞かせください。

  以上です。

○委員長 答弁を求めます。

  今井所長、お願いします。

○南河原支所長 まず１点目の、なぜ道路西側に観測井戸を設けるかという点でございますが、

まず流出したところから、その後、土壌調査を行いまして、一番灯油成分が多く出ている地

点を１点、現在１つ井戸をつくっておりまして、流出地点からそちらの観測井戸をつくった

ところのさらに下流側、水の流れが恐らくそちらに流れているであろうというのが西側とい

うことで、そちらへの広がり等を観測するために、西側道路付近境界ぎりぎりのところに観

測井戸を設けようとしておるところでございます。

  ２点目の地中に漏れた事例等についてなんですけれども、現在こちらについては東部環境

管理事務所、埼玉県にご報告、ご指導を仰いでいるところなんですが、そちらで伺った限り

ですと、そのような事例もあるが、実際に埋め替えをしているとかということはないと伺っ

ております。

  ３点目の収束の仕方なんですけれども、現在調査を合わせて進行しているとともに、１つ

設けました観測井戸でも微量ながら灯油成分が出ておりますので、そちらを回収し続けるこ

とで灯油の回収等については進めるということで、現在、東部環境管理事務所ともお話をし
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ております。

  以上でございます。

○委員長 いかがですか。

どうぞ、吉野委員。

○３番 吉野委員 収め方なんですけれども、こういう建物の下のところに漏液したような感

じになっていて、そういうものってなかなかやっかいというか、面倒というか、建物を壊さ

ない限りは全部回収はできないかと思うんですけれども、調査をしていてあまり周囲の環境

に影響がなければすごくいいんですけれども、そこら辺は周辺に不安がいかないように、ぜ

ひ対応していただきたいと思います。

  以上です。

○委員長 今のは要望でよろしいですか。

○３番 吉野委員 はい、結構です。

○委員長 分かりました。

  ほかには質疑いかがでしょうか。

  どうですか、よろしいですか。

〔発言する者なし〕

○委員長 他に質疑はないようですので、これをもって質疑を終結いたします。

  なお、討論及び採決は、この後審査を行います環境経済部所管部分の審査終了後に一括し

て行います。

  暫時休憩いたします。

午前  ９時 ４１分 休憩

             ──────────────────

午前 ９時 ４３分 再開

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

             ──────────────────

△議案第４６号について

○委員長 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第46号 令和４年度行田

市一般会計補正予算中、市民生活部所管部分についてを議題とし、執行部の説明を求めます。

  地域活動推進課、酒井課長、お願いします。

○地域活動推進課長 おはようございます。
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  申し訳ございませんが、着座にて説明させていただきます。失礼します。

  それでは、議案第46号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第３回）のうち、地域活動

推進課所管分についてご説明いたします。

  議案書の９ページをお願いいたします。

  ２款１項13目自治振興費でございますが、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金について、新たにコロナ禍における原油価格・物価高騰対応分が創設されたことに伴い、

同交付金を活用して原油価格・物価高騰等への対策を実施するための所要経費について計上

したものでございます。

  詳細につきましては、右ページの説明欄の◎防犯対策費でございますが、自治会が設置い

たします防犯灯につきまして、今般の社会情勢により電気料金の大幅な値上げが実施されて

おりますことから、値上げ分に係る補助金を支出するための不足額を計上するものでござい

ます。

  以上、議案第46号の地域活動推進課部分の説明を終わらせていただきます。よろしくお願

いいたします。

○委員長 ありがとうございました。

  以上で説明は終わりました。

             ──────────────────

△議案第４６号の質疑

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。

  ２番 木村委員、どうぞ。

○２番 木村委員 お世話になります。

  この補助金の積算の根拠というのはどのような形で積み上げられたのか、教えていただき

たいと思います。

○委員長 酒井課長。

○地域活動推進課長 ご質問にお答えいたします。

  当市で、５月に毎月払いの自治会を抽出して４自治会から、また１年間一括払いの自治会

を５自治会抽出いたしまして電気料金の調査を行いましたところ、毎月払いの自治会の上り

幅が119％から136％ございまして、また１年間分の一括払いの自治会の上り幅につきまして

は139％から143％でございました。

  以上のことを踏まえまして、今後、値上がり幅の上振れ分も想定いたしまして、増加率を
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150％として増額分の積算を行ったところでございます。

  以上でございます。

○委員長 ありがとうございます。

  いかがですか、木村委員。

○２番 木村委員 ありがとうございました。

○委員長 よろしいですか。

  ほかにはいかがですか。

〔発言する者なし〕

○委員長 他に質疑はないようですので、これをもって質疑を終結いたします。

  なお、討論及び採決は、この後審査を行います環境経済部所管部分の審査終了後に一括し

て行います。

  暫時休憩いたします。

午前  ９時 ４７分 休憩

             ──────────────────

午前  ９時 ５３分 再開

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、環境経済部所管の議案について審査を行います。

  まず、環境経済部長にご挨拶をお願いいたします。

○環境経済部長 環境経済部でございます。

  委員の皆様には、日頃より環境経済部の事業に対しまして多大なるご支援を賜り、誠にあ

りがとうございます。

  本日は、補正予算に関する内容につきまして説明を申し上げます。何とぞ審査のほどよろ

しくお願い申し上げます。

  以上でございます。

○委員長 ありがとうございました。

  これより議事に入りますが、執行部の皆様に申し上げます。

  議事の整理上、発言は委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。また、発言時

はマイクを使用していただくよう併せてお願いをいたします。

  なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、説明及び質疑並びに答弁は簡潔明瞭に行っ

ていただき、円滑な議事進行にご協力をお願いいたします。
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  それでは、これより議事に入ります。

             ──────────────────

△議案第４０号について

○委員長 初めに、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第40号 令和４年度行

田市一般会計補正予算中、環境経済部所管部分についてを議題とし、執行部の説明を求めま

す。

  初めに、農政課、間宮課長、お願いします。

○農政課長 農政課でございます。

  失礼いたしまして、着座にて説明させていただきます。

  それでは、議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）の所管部分につき

ましてご説明申し上げます。

  歳出からご説明申し上げますので、58ページをお願いいたします。

  初めに、６款１項農業費の３目農業振興費の追加補正でございます。

  右側、59ページの説明欄をお願いいたします。

  ◎農業振興費の18節水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金でございますが、これは麦・

大豆の需要を捉えた生産性拡大と収量・品質の高位安定に取り組む産地に対しまして、団地

化の推進や新たな栽培技術及び農業用機械等の導入を一体的に支援し、産地の生産体制の強

化、収益性、生産性の向上を推進するものでございます。

  補助率は、団地化の推進及び先進的な営農技術の導入につきましては定額補助、生産効率

化に向けた農業用機械等の導入については経費の２分の１以内でございます。

  事業実施主体は、市内２事業者で構成する団体で、団地化の推進を図る営農管理システム

の導入、先進的な営農技術として湿害対策技術の導入等及び生産効率化に向けた農業用機械

等を４台導入することについて補助するものでございます。

  当該団体が、国事業である水田麦・大豆産地生産性向上事業を要望し、採択を受けたこと

から補正で対応するものでございます。

  58ページにお戻りいただきまして、次に６款１項４目園芸振興費の追加補正でございます。

  こちらは、コロナ禍が続く中で自粛要請等により多くのイベントや学校行事などが中止と

なり、花卉の需要が減少しております。この影響を受け、減収となっている花卉農家の事業

継続を支援するもので、市内の花卉生産者から花を購入し、浮城の径を花で彩るとともに、

忍城址やヴェールカフェ周辺に花のフォトスポットを設置するものでございます。
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  また、花手水ライトアップイベント「希望の光」と連携することにより、市民及び観光客

に訪れていただき、地域のにぎわいの創出を図るものでございます。

  右側、59ページの説明欄をお願いいたします。

  ◎園芸振興費の主な予算の内容といたしましては、10節消耗品費は、花苗等の購入費を措

置するものでございます。

  12節デザイン作成委託料は、花の装飾デザインの作成や装飾作業に要する経費、その下の

物品作成委託料は、フォトスポット用設置台などの作成費、その下の施設管理委託料は、花

の水やりなどの管理を措置するものでございます。

  続きまして、歳入をご説明申し上げますので、46ページをお願いいたします。

  15款県支出金、２項４目農業費県補助金の追加補正でございます。

  右側、47ページの説明欄をお願いいたします。

  水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金は、歳出計上額の全額を見込むものでございます。

  以上で説明を終わらせていただきます。

○委員長 続いて、商工観光課、森原課長、お願いします。

○商工観光課長 それでは、議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）にお

いて、商工観光課所管の事業についてご説明させていただきます。

  歳出からご説明させていただきますので、議案書60ページをお願いいたします。

  ７款商工費、１項２目商工業振興費において１億3,554万1,000円の補正をお願いするもの

でございます。

  こちらに掲げた事業は、昨年度に引き続き実施するものでございますが、内容を説明させ

ていただきますので、右側、61ページの説明欄をご覧ください。

  ◎商工業育成振興費、11節郵便料は、18節にございますスマートフォン購入費補助金に係

る交付・不交付決定通知書の発送に係る郵便料でございます。

  その下の手数料につきましては、交付が決定された申請者の方に補助金を振り込むに当た

っての振込手数料でございます。

  その下、12節キャッシュレス決済ポイント還元事業委託料は、消費喚起による地域経済の

活性化を図るとともに、新型コロナウイルス感染防止対策の一環として国が進めております

新しい生活様式としての普及の促進を目的としたものでございます。

  事業内容につきましては、おおむね前回と同様でございますが、改めてご説明申し上げま

す。
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  本事業は、還元対象のコード決済等による支払いを導入している市内の対象店舗におきま

して、スマートフォン等を利用しての支払い時に決済金額の20％相当のポイントが付与され

るものでございます。ポイントの還元は、利用１回につき2,000円相当のポイント還元を上限

とし、１決済事業者当たり、当該事業者の利用期間中のポイント還元相当額の上限を１万円

とするものでございます。

  事業の実施期間は、４つの事業者を予定しておりますが、本年９月から12月までの４カ月

間で、各決済事業者一月単位での実施を予定しております。前回の実施時におきましては、

12月と１月の２カ月間を２つのグループに分け、前半の１カ月間を１事業者にて実施、後半

の１カ月間を３つの決済事業者合わせての実施といたしました。今回の実施におきましては、

１事業者ごと一月単位での実施とし、ポイント還元を受けられる機会を増やすことでさらな

る消費拡大を図ろうとするものでございます。

  ポイント還元の対象となる店舗ですが、既に決済事業者によるコード決済を導入している

店舗については、特に申込みを必要とせず対象店舗となります。店舗に対するお知らせにつ

きましては、各店舗がそれぞれ導入している決済事業者より直接事業開始のご連絡をさせて

いただきます。また、これまでキャッシュレス決済を導入していない店舗が新たに導入を希

望される場合には、その店舗が選択する決済事業者に直接お申込みをいただくことで、新た

に対象店舗として登録されるものでございます。

  なお、キャッシュレス決済の利用に当たっては、決済事業者共通の規定により、医療機関、

介護施設、保険・鉄道・行政サービス料、金券やチケットの購入は適用外でございます。

  委託料であります１億3,350万2,000円の内訳につきましては、今回のキャンペーンでの参

加を予定しております４つの決済事業者より、本市における登録店舗数や消費動向などを基

に見込みとして示されたキャンペーン実施期間中における各社ポイント還元額の合計１億

2,393万円のほか、ポイント還元に係る決済事業者へのシステム使用料337万7,000円、店舗へ

の対応や周知に関する広告のほか、利用者や店舗からの問合せに一括して対応するコールセ

ンターの費用などの事務運営委託費619万4,760円となっております。

  今回のキャッシュレス決済ポイント還元事業につきましては、各社の見込んだポイント還

元額どおりに利用がなされた場合、逆算しまして、約６億2,000万円の経済効果がもたらされ

ることになります。

  参加店舗数については、前回の実施では４つの決済事業者延べ合計で894店舗の参加をいた

だいたところでございますが、今回の実施では、キャッシュレス決済のさらなる推進を目指
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し、全体で1,200店舗の参加を目標としております。

  なお、本事業への参加を予定している事業者につきましては、キャンペーンの実施前の段

階で、社名や各社ごとの事業規模の公表はしてはならないという秘密保持契約を結んでおり

ますことから、個別名称を初め、決済事業者ごとのポイント還元額の詳細等、ここで申し上

げることはできませんことを、申し訳ありませんがご了承いただきたいと思います。

  続きまして、18節スマートフォン購入費補助金についてご説明させていただきます。

  本事業につきましては、国を初めとするデジタル施策の推進に伴い、スマートフォンを活

用した様々なサービスが普及している中、スマートフォンの保有率が相対的に低いとされて

おります高齢者の方々を対象として、スマートフォンの購入費用を補助するものでございま

す。

  対象者につきましては、無線通信機能を有するスマートフォンを初めて購入する方、また

は、いわゆるガラケーでございますフューチャーフォンからの買い替えをされる令和４年度

中に65歳を迎える方、もしくは65歳以上の方で、市内外を問わず、携帯大手３社の店舗にて

スマートフォンを購入し、かつ店舗で開催されているスマートフォン教室または今年度から

市が公民館で開催しているスマートフォン講習会を受講され、ＬＩＮＥなど市公式のＳＮＳ

またはメール配信に登録していただいた方に対しまして、本体購入代金の３分の２、１万円

を上限に補助を行うものでございます。

  本事業では、利用対象の見込みを200人としており、補助金の対象となる購入期間を本年４

月１日から来年２月12日まで、申請期間については本年８月１日から来年２月17日までを予

定しております。

  参考までに、令和３年度に実施した同様の事業の実績を申し上げますと、1,000件の申請を

見込んでおりましたが、それに対する申請件数は241件でございました。スマートフォン購入

価格の平均額は約３万円でございまして、３万円以下の機種の購入が申請件数全体の５割強

を占めております。そのうち、販売店からの聞き取りによりまして最も購入が多いと想定し

ておりました２万円以下のスマートフォンの購入費は、全体の241件のうち94件でございまし

た。

  続きまして、３目観光費についてご説明申し上げます。

  補正の内容につきましては、右側、説明欄記載の◎観光事業費、行田おもてなし観光局補

助金に係るものでございます。

  事業の内容でございますが、本市を目的地や経由地とする市外発着の団体型旅行を催行す
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る旅行事業者もしくは貸切りバスを利用した行田市内の鉄道駅受けの着地型市内周遊旅行を

催行する旅行会社に対し助成金の交付を行うことで、本市への来訪を促進し、市内経済の活

性化を図るものでございます。

  実施主体は、本事業の推進に当たり高い専門性を有する一般社団法人行田おもてなし観光

局とし、各旅行事業者に広く本助成制度の利用を働きかけ、本市を目的地や経由地とする団

体型旅行の企画造成を促していくものでございます。

  助成金の対象となるのは、日本旅行業協会や貸切バス旅行連絡会が策定する新型コロナウ

イルス対応ガイドラインに基づき適切に実施される旅行に限定し、市内での食事や有料施設

への入館、土産物店への立ち寄りや宿泊などを工程に組み込んだ旅行商品であることが条件

となります。

  予算額2,800万円の内訳でございますが、観光客１人当たり2,000円を催行実績に応じて交

付するもので、その誘客人数を１万3,000人と見込んでおります。その他、人件費を初めとす

る経費に200万円を見込んでおります。

  助成の対象となる催行期間につきましては、本年７月１日から来年３月12日の期間内に催

行する旅行に対して助成を行うものでございます。

  続いて、歳入について申し上げますので、議案書の44ページをお願いいたします。

  14款国庫支出金、２項１目総務費国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金を財源として見込み、実施するものでございます。

  以上で議案第40号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。

○委員長 ありがとうございました。

  以上で説明は終わりました。

             ──────────────────

△議案第４０号の質疑

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。

１番 高橋委員、どうぞ。

○１番 高橋委員 それでは、何点か、まず園芸振興費の968万円について何点かご質疑をさせ

ていただきたいと思います。

  まず、これは先ほど歳入の説明がありました。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金、これの今回の目的は、物価上昇とか、それから電気を含めた、ガソリン含めたそ
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ういうふうなインフレ等の中で、国はこれを進めたと私は聞いておるわけですけれども、そ

れに相違ないですか。まず確認させてください、歳入に関して。

○委員長 江森部長、お願いします。

○環境経済部長 お答え申し上げます。

  この議案第40号の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金はこれまでのもので

ございまして、物価上昇分の交付金を活用していますのは議案第46号分になります。

  以上でございます。

○委員長 よろしいですか。

高橋委員、どうぞ。

○１番 高橋委員 今回、行田市にはコロナ対策ということで２億7,000万円ほどの国からのお

金が出ていますよね。この園芸に関しては、その物価対応とかということではないというこ

とであれば、従来の流れということであります。

  すると、本会議の質疑で私やらせていただいていたんですけれども、今回の対応が、売上

げが30％減少していることなのでということでやったということだったですけれども、そう

なると２点ほど聞かせてほしいんですけれども、35件とかという話だったと思うんですね、

本会議でも質疑したときに。すると、１件当たりが27万6,000円に当たるかな。この総額から

いくとですよ。総額を35件で割ると１件当たりそれぐらいの対応の金額になると思うんです

けれども、ほかでも市内においては、小売業者も含めて30％売上げを落としているのはもう

ほとんど普通であると。そういう中で、まず園芸業者のみ２回目ということであるから、ど

うしてここだけを２回目もここに絞ったのか。30％売上げ減少のためで困窮しているんなら

ば、園芸業者以外にも相当業種はあります。どうして園芸業者のみ２回目もここにしたのか、

その説明をひとつお願いいたします。

○委員長 答弁を求めます。

間宮課長、お願いします。

○農政課長 お答えいたします。

  なぜまた園芸業者の支援なのかということでございますけれども、コロナ禍の影響により

減収となっている花卉農家の事業継続を支援するというもので間違いございませんが、今後

もコロナの影響を注視しながら、各部署でそれぞれの支援策を積み上げることで、市全体の

支援としての均衡といいますか、公平性を保ってまいりたいと考えておりますので、今回、

農政部局ではこの花卉農家の事業継続支援としたものでございます。
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  以上でございます。

○委員長 高橋委員、どうぞ。

○１番 高橋委員 今の答弁の中で、それであればそういう検討の中で他のことも考えたとい

うふうなことかと思う。何かこれについて、この園芸業者以外でもこういうことも救済が必

要かというのはお考えになったんでしょうかね。その中で園芸業者を最終的に選んだと捉え

てよろしいのか、いや、初めからもうこの園芸業者で決めているということだったのか、農

業者も大変困窮していることもあると思うので、そこら辺のところをしっかりと捉えてくだ

さい。

○委員長 今、高橋委員のお尋ねは、この農業関係だけでなくして、全庁的な関わりの中でど

んな話合いがなされておったかということをお聞きになるということでしょうか。

  どうぞ、高橋委員。

○１番 高橋委員 農業者も入れてという話でございましたんで、すみません。

○委員長 いかがですか。

  どうぞ、部長、お願いします。

○環境経済部長 お答え申し上げます。

  これまでもコロナの臨時交付金を活用して、環境経済部として数々の支援策を重ねてまい

りました。今回の議案第46号に関係してしまう部分もあるかもしれませんが、物価高騰分も

含めて、環境経済部内の主に農政課と商工観光課が中心でございますが、たくさん施策とし

てはアイデアといいますか、数は幾つも検討いたしております。また、現在も検討中でござ

います。先ほど農政課長も申し上げましたが、この１点だけ取ると花卉農家だけでという印

象に捉えられてしまうかもしれませんが、ほかの施策をいろいろ講じることで、全体のバラ

ンス、均衡を取っていくという考えの下に実施しているものでございます。

  以上でございます。

○委員長 いかがですか。

  高橋委員。

○１番 高橋委員 別で、園芸関係でもう１点だけ聞かせてください。

  デザイン作成委託料70万円ありますね。この内訳、どういうふうなものでこのデザイン作

成の委託料が70万円と決まったのか、積算根拠を聞かせてください。

○委員長 間宮課長。

○農政課長 お答え申し上げます。
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  デザイン委託料の70万円につきましては、フォトスポットのデザイン委託料ということで、

市内にございますテクノ・ホルティ園芸専門学校ですね、そちらへ委託を考えておりますが、

年度内でトータル７回のデザインを考えておりまして、１回当たり10万円に７回を掛けて70

万円と積算しております。

  以上でございます。

○１番 高橋委員 １回当たりですか。

○農政課長 ７回デザインを変える予定がございまして、それで１回当たりが10万円を……

○１番 高橋委員 10万円ね。

○農政課長 はい、10万円で、合計70万円で積算しております。

  以上です。

○委員長 よろしいですか。

  ほかにはいかがでしょうか。

〔「別な項目でよければ」と呼ぶ者あり〕

○委員長 少々お待ちくださいね。

  ほかの委員の皆さんいかがですか。

〔発言する者なし〕

○委員長 そうしたら、高橋委員、引き続きどうぞ。

○１番 高橋委員 それでは、次の商工業育成振興費のキャッシュレス決済について聞かせて

いただきたいと思います。

  前回のお話が本会議場でも出ていたかと思うんですけれども、私もメモですので、間違え

ていたら直していただきたいと思います。

  前回は12月が17.3％、それから１月が82.4％とご説明があったと思うんですね。ならして

約50％予算消化。それだけしかできないのに、今回また同じ金額を含めて同じようなことを

なぜやるようになるのか、そこのところをまず最初にご説明いただきたいと思います。

○委員長 森原課長、お願いします。

○商工観光課長 ご説明申し上げます。

  確かに高橋委員がおっしゃるように、12月が17.3％、これは１キャリアで実施したもので

ございます。１月については、３キャリアの平均が82.4％、全体でならすと50％に満たない

数字ということで、これは非常に全体をならした中では低いかという感じはするんですけれ

ども、実はこの12月に実施したキャリアについて、それぞれ先ほど説明の中で申し上げたよ
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うに、ポイント還元の見込額というのを業者により算定するんですけれども、これはその１

キャリアの事業者でどのくらいの加盟店舗が市内にあるのか、また消費動向というのが我々

では想定がつかないという事情の中で、それぞれのキャッシュレス決済事業者がそれらを見

込んでポイント還元額の想定予算を出していただくんですけれども、この12月に実施したキ

ャリアにおいて、この見込み誤りがありました。大型店を含めないで実施したキャリアでご

ざいますが、実は大型店を含めて算定したところ、２億円を超えるポイント還元額が発生し

てしまうということで、急遽小規模店舗で見直しを依頼しまして、そうしたところ、たしか

約6,000万円ぐらいだったと思うんですけれども、ごめんなさい、手元に数字がないので、結

果として1,000万円弱のポイント還元額だったということで、これは見込みが甘かったという

のは非常に申し訳ないことだと思っております。

  今回の実施につきましては、こうした反省点を踏まえまして、１カ月で１キャリアごとに

実施する中で、前回の消費動向等も含めて適切な予算措置をされた中での実施となりますの

で、前回を超える予算の消化率といいますか、消費動向の上昇は図れるものと考えておりま

す。

  以上でございます。

○委員長 再質疑ありますか。

  どうぞ、高橋委員。

○１番 高橋委員 それでは、今の答弁の中で確認させてください。大型店というお話があり

ましたね。そうすると、市内ではスーパーマーケット等を含めたそういう大型店、これはキ

ャッシュレスということで業者として入っているんですか。加盟しているのかどうか。加盟

してなければ、大型店を入れてもしようがないですよね。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 正確な加盟店舗数というのは公表は行っていないですけれども、前回実施し

た際には、12月に実施したキャリアは大型店は除きました。ちなみに、この12月に実施した

キャリア、まあ皆さんもご存じなので、名前を申し上げますとＰａｙＰａｙなんですけれど

も、ＰａｙＰａｙについては今も熊谷市で実施しております。そちらについては、大規模店

舗、大型店を入れた実績が、過去に実施したもので見ますと、千葉県の市川市のみで実施し

た。そうしたところ、予算があっという間にオーバーしてしまいまして、開始から僅か１週

間たたないうちに早期終了してしまったというのがございまして、ほとんどの自治体が小売

店のみで実施しております。
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  １月に実施したものは大型店を含めて実施しましたが、報告によりますと、市内の大型店

で普段の買物に皆さんが使うスーパーですね、ベルクとかヤオコー、そういったところで見

ますと、行田市内だとヤオコーはキャッシュレス決済は行っていないという報告を受けてお

ります。ほかの大型店舗は、おおむねこのキャッシュレス決済の流れに乗ってこの決済シス

テムを導入しているということで報告を受けております。今回の実施につきましても、４事

業者のうち１事業者を除いて大型店を含めての実施を予定しております。

  以上です。

○委員長 高橋委員、どうぞ。

○１番 高橋委員 今の中で確認ですけれども、そうすると、スーパーの名前が上がったけれ

ども、使えるお店はスーパーでも使えるという前提でいいんですか。それとも、スーパーは

外しているんですか、今回は。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 １事業者については大型店を含まないでの実施でございますので、外します。

残りの３事業者については、スーパー等の大型店も含んでの実施となります。

  以上です。

○委員長 高橋委員、どうぞ。

○１番 高橋委員 それで、私、本会議でどういうポイントが使えるんですかということで、

ポイントサービスを教えてくださいということで質疑しましたら、その答弁がなかったんで

すね、それについて。改めてここで聞きたいんですけれども、今、１業者含め、他のところ

というお話がありました。実際は、ポイントサービスを受けられるところは、ＰａｙＰａｙ

以外にはどういうところでやっているんだか教えてください。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 その他事業者の名前は申し上げられませんが、前回同様とご認識いただけれ

ばと思います。

  ポイントにつきましては、これはどういうふうに使えるかというのではなくて、買物をす

るたびにその利用者に対しましてポイントが付与されるものでございまして、そのポイント

還元相当額を次のお買物にご利用いただけるというシステムでございます。

  以上です。

○委員長 高橋委員。

○１番 高橋委員 すみません、前回のことを参考にして確認をしているんですけれども、例
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えばいろいろなカードをお持ちですね、今はね。そのカードによってポイントサービスが受

けられます。すると、この間、本会議の質疑では、同じ人が何回使っても、カードが違えば

使えるということですね。今回４カ月ということで、４決済会社が違うという形ですよね。

そうすると、例えば今、楽天ポイントだとか、ＰａｙＰａｙだとか、Ｔポイントとか、Ｐｏ

ｎｔａとか、ｄポイントとかあります、いろいろなポイントがね。それをみんな持っている

方は、その都度その都度これで利用できるということでよろしいんですかね。お願いします。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 ポイントといいますのは、これはスマートフォンなどの端末機器を導入して

の決済でございますので、一般的なＰｏｎｔａカードですとかもろもろのクレジットカード

ですよね、それでの買物については、この事業とはひもづいてはおりません。

  以上でございます。

○委員長 高橋委員。

○１番 高橋委員 昨年、前回これについて大変不都合があるなと思って確認したんですよね、

実際あった話。１人のお客様がカードを何枚も持っていて、ポイントカード、その都度その

都度、要するに２カ月の中で使っていったんですね。そうすると、今回だと最高だと１万円

ぐらいがついてきてしまうかな。本来１枚だけだったら2,000円分のポイントきりつかないで

すね。すると、１人の人が１万円もポイントが稼げるという、持っていることによって。そ

ういう現象が前回あったんですよ。だから、私はね、カードを幾つか持っているお客さんは、

スマホで持っているお客さんは、その都度その都度１万円までどんどん使えていってしまう

んですよ、１回で。これ現実にあったんですね。それが今回はどういうふうになっているの

か、そういうふうに一部不公平が出てくると思います。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 繰り返しになってしまうんですけれども、カードを利用してのポイント還元

というのは一切対象になっておりません。これはスマートフォン等の機器を利用しての買物

ですので、カードのポイントには全くひもづいてはいないものと認識しております。

  以上でございます。

○委員長 高橋委員。

○１番 高橋委員 それはもう一度私のほうで調査いたします。というのは、実際、前回２カ

月の中でその現象がありました。今、カードは使えないということになると、なおさら私と

しては、大体今流通の中で６割から７割がクレジットカードなんですね。残りの３割から４
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割がこのようなＰａｙＰａｙですね。ということは、まだまだ全体の売上げシェアの中から

すれば、このところはまだ小さいんですよ。多く見ても４割ぐらいしかない。そこにどうし

てこんなに、この事業にこだわっているのか、そこら辺が分からないですけれども、もう一

度そこら辺のところを要するに教えていただけませんか。ひとつお願いします。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 申し上げます。この事業の第一の目的というのは、まちにお金を落としても

らう、市内外の方にお金を落としてもらう、経済を回すための事業でございます。今高橋委

員がおっしゃったように、確かにカードが占めるシェアというのはまだまだスマートフォン

等を利用したキャッシュレス決済よりも上回っておりますが、カードで買物をしたとしても、

スマートフォンを利用してのキャッシュレス決済のようなポイント還元というのはございま

せん。確かにポイントはつきますが、この買物額に対して20％ないし30％のポイントがつく

という仕組みは、各社カードがございますが、そういったものはこれまでも実施されており

ません。今回は、実施する事業に当たっては、そのポイント還元額の受ける有益性というん

ですかね、そういったものを消費者の方々に実感してもらうことにより、行田市で買物をし

ていただいてまちにお金を落とす仕組みということでございます。

  また、このキャッシュレス決済につきましては、県や国もスマートフォンを利用したキャ

ッシュレス決済というのを推進しておりますし、今年度、埼玉県においては各埼玉県内の、

行田市も含め、全ての商店街の組合を訪問して、そこで各店舗にキャッシュレス決済機の導

入を促すという取組を実施する予定でございますので、そういった背景からも、今後のキャ

ッシュレス決済の推進に当たり必要な事業ということで上程させていただきました。

  以上でございます。

○委員長 高橋委員。

○１番 高橋委員 今の説明を聞くと、一番底に大きな穴が私はあると思うんですよね。とい

うのは、要するに行田市内で買っていただけるんならば、それは経済的な問題がある。しか

し、利用できる１万円に対して10％の還元は、行田市民以外の人でもできるんですね、利用

できるんです。だけれども、コロナの今回の対策は、地元対策なわけですよね。行田市民に

対してこのコロナの地方創生は出てきているわけ。行田市に対してですよ。そうなると、で

きる限り行田市民が対象にならなければ、この間の質疑ですと、市内の店舗数は約300店舗ぐ

らいという答弁だったかということですよね。だけれども、実際は1,000店舗以上ありますよ

ね、市内では。小売店のみが300店舗ぐらい。それで、結局そうなると、この１億3,000万円
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のコロナの費用が行田市民以外でもこの恩恵があると。ここが私は問題であるのかというこ

とになるんですね。そうなると、ほかにもこういうことに対して何か考えが及ばなかったの

かどうか含めて質疑をさせてください。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 先ほど高橋委員からご指摘いただいたものについては、過去の新聞報道等で

もそういった指摘がされる中で、議論を呼んでいる議題の一つだと思うんですけれども、あ

くまでも今回のコロナウイルスの交付金の使途というのは、コロナウイルスにより落ち込ん

だ地域の経済の活性化というのも一つの目的としている中で、市内、キャッシュレスの登録

数は１事業者当たり平均して300店舗なんですけれども、そういったところにお金を落として

もらうことによって市内の経済を活性化するという目的では、そこでお金を落とす方が市民

の方であっても市外の方であっても目的は達成すると思うんですね。そういったところでこ

の事業を実施することにより、目的である市内経済の活性化を促すという方向で考えてござ

います。

  以上でございます。

○委員長 高橋委員、どうぞ。

○１番 高橋委員 そうすると、質疑から外れるか分かりませんけれども、行田市以外でもや

っていますね、これね。中には20％でなくて30％というところもあるんですね、30％還元。

それで市内の業者でということでありますよね。だったらば、そういうふうなお考えである

ならば、市内の業者を使うというんならば、どうなんですか、そういうところは考えません

でしたか。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 前回ご指摘いただいたように、この１億円を超える事業費を使うという中で、

確かに実施の検討段階においては30％ということも考えました。しかしながら、これは別の

議案になるんですけれども、プレミアム付商品券を実施するに当たって、そちらは30％とい

うことで実施しております。これは、たとえ20％と設定したとしても、一定の効果というの

は生み出せると考えまして、前回同様に20％の設定にしたものでございます。

  仮に30％にしますと、さらなる予算というのを積み上げることになりますので、予算のバ

ランス等も考えまして20％が適当ではないかと至ったものでございます。

  以上です。

○委員長 高橋委員、どうぞ。
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○１番 高橋委員 それでは、別なところで、先ほど経済効果を言いましたね、６億2,000万円

でしたっけ。そうすると、経済効果は６億2,000万円を説明できるんならば、これをやらない

場合の経済というのはどれぐらいを見込んでいたんですか。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 やらない場合の経済というのは、数値には出せないと思っています。現状で

行田市内の商店でどのくらい売上げがあって、現時点で例えば月当たりどのくらいの経済効

果が上がっているというのは、すみませんが、データとして取っておりません。あくまでも

実施したことにより生み出される経済効果ということでご説明差し上げたものでございます。

  以上でございます。

○委員長 高橋委員。

○１番 高橋委員 一般的には、こういう事業を行う場合は、対比ということで、これをやる

からこれだけの効果があるんですよ、だからやらせてほしいということであれば、私は理解

できるんですね。商業統計も多分そういうところで統計は出ているかと思うんですね、実際

ってね。商工会議所かどこか分かりませんけれども、そういうところを見ると、そういう統

計は、総合政策部も持っているか分かりませんけれども、そういうことを踏まえながらその

原点を言って、それに対して経済効果がこれだけ上がるということをできれば説明してほし

かったなということです。

  以上です、すみません、私の質疑はそれだけです。

○委員長 今の高橋委員の質疑、６億2,000万円の経済効果というものについては、単純にこの

事業を行う結果、こういう効果が想定できるという説明のように受け止めていますんで、そ

んなふうにご理解いただければと思います。

  ほかにはいかがですか。

どうぞ、３番、吉野委員。

○３番 吉野委員 何点か。

  戻りますけれども、農政の関係なんですけれども、59ページで、水田麦・大豆産地生産性

向上事業なんですけれども、聞いていてよく分かんなかったんですけれども、これ発端とい

うのは、この申請者が県がこういう事業をやっているよと自分で情報収集をして申請したの

か、または市から県がこういう事業をやりますよとアナウンスがあって、さて、この市内の

中でこういう事業に参加する人はいませんかと市がアナウンスをして、事業者がいませんか

ということで募集しているのか、こういうのはあれですかね、情報収集が勝っている業者は
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こういう恩恵を受けて、そういうのがうといというかできない人はこういう事業から置き去

りにされると言っては失礼なんですけれども、この場合はあれなんですかね、680万円ですけ

れども、そんなに大きい金額ではないけれども、さっきの繰り返しになるが、自ら申請者が

情報収集して手を挙げたのか、市が誰かいませんかということで人を集めたのか、この場合

はどうなんですかね。教えてください。

○委員長 いかがですか。

  間宮課長、お願いします。

○農政課長 お答えいたします。

  本事業につきましては、県を通じて市に連絡がございまして、ただこの事業の中で、事業

実施主体は、農業者が組織している団体で、例えば農業の常時従事者数というのがありまし

て、それは原則年間150日以上の従事者になりますけれども、そちらが５名以上であることと

か、そういう実施主体の制約がございまして、それに当たるかどうかというところを認定農

業者等に市から周知いたしまして、それで手を挙げていただいて、それを基に加須農林振興

センター等とヒアリングを重ねまして、最終的に申請を行い、採択を受けたというものでご

ざいます。

  以上です。

○委員長 吉野委員。

○３番 吉野委員 ある程度の規模の事業者でないと、その募集している、この意図している

業者といいますかね、それに該当するのはそんなにないということなんですかね。

○委員長 間宮課長。

○農政課長 お答えいたします。

  そうですね、この国の事業等につきましては、いろいろその事業実施主体の従事者数等の

制限といいますか、該当の条件が出てまいりますので、認定農業者等が一番になってくると

思います。

  以上です。

○委員長 よろしいですか。

○３番 吉野委員 分かりました。もう一ついいですか。

○委員長 はい、どうぞ、吉野委員。

○３番 吉野委員 次のページなんですけれども、ここで言っていいのかどうかあれなんです

けれども……
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○委員長 どうぞ、いいですよ。

○３番 吉野委員 おもてなし観光局なんですけれども、これ去年から発足しまして、いろい

ろ活躍して、いろいろなところでおもてなし観光局の名前が上がってくるんですけれども、

この今の組織が私はっきり分かんないんだけれども、いろいろなことをこの観光局に渡して

いますよね。例えばこれ、今回バスですけれども、その前はさきたま市場の関係も、去年は

公募していたのを途中で取りやめて、おもてなし観光局が前面に出るような格好で仕事を任

せていますよね。それで、あと昨日も日本遺産の関係でやり取りがありましたけれども、こ

れも観光局が何か１枚かんでいる、かまないとうまく事業が、日本遺産の関係の実績が膨ら

まないようなふうに私は捉えたんですけれども、この観光局がいろいろなことを、これをや

って、あれをやってといったときに、この観光局は実際働く人間は何人いるか私知らないん

だけれども、この任された事業をうまく回していけるのかどうか心配しているんですけれど

も、どうでしょう。

○委員長 どうですか。

蓮見副参事。

○環境経済部副参事 お答え申し上げます。

  観光局が様々な事業を回していけるのかといったご質問かと思うんですけれども、おもて

なし観光局につきましては、それぞれいろいろな商業、金融業、そういったいろいろな団体

からの代表が出てきてそういった組織をつくっております。そういった中で、それぞれの専

門性を生かして事業を実施していけると認識しておりますので、事業についても問題なく遂

行していただけるものと考えております。

  以上でございます。

○委員長 吉野委員。

○３番 吉野委員 観光局は、ヘッドの人はお会いして、名前と顔は一致するんですけれども、

実際この働いている人ってどのくらいいるんですか。教えてください。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 観光局につきましては、現在、正職員が３名、そのほかに売店等を運営する

中でパートさんが、あとは観光案内所とかもパートさんでお願いしているんですけれども、

約20人近くいらっしゃいます。その正職員の中で、事務局長が中心となって、さきたま市場

を初め、今回の議案として掲げさせていただいた補助金による団体型旅行促進事業、これは

元観光業界とつながりが大変深いプロフェッショナルでございますので、そういった専門性
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を生かして滞りなく事業を実施していく予定でございます。

  以上でございます。

○委員長 吉野委員、どうぞ。

○３番 吉野委員 まあ仕事にたけた人が少人数でもこなしていければ回ると思うんですけれ

ども、そこら辺はよく打合せといいますか、情報連携をして、うまく回るように市もバック

アップしていただければと思います。

  以上です。

○委員長 よろしいですか。

  ほかにはいかがでしょうか。

続いて高橋委員、どうぞ。

○１番 高橋委員 それでは、観光事業の2,800万円について質疑をさせていただきたいと思い

ます。

  まず第一に、今回この予算を組んで、前回より少し金額が増えているかと感じるんですけ

れども、そういう金額を増やすことを含めて、前回は何か実績においてはこういう数字を言

っていて、間違えていたら直していただいて結構です。１万2,000人の目標に対して、5,772

人というふうな、ということは48％きり消化していなかったですよね、予算消化。そのとき、

多分私聞いて、12月議会の本会議でのこの関連、他の議員の質疑の中で、いや、そのときは

ほぼ目標は達成できますという部長答弁だったのかと思うんです。実際は、とんでもないど

ころか半分もいかないような達成でこの答弁が出てきたと。それについて、また同じように

これをやるということ、それについてはまずどういう答弁の違いができたのか、教えていた

だきたいと思います。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 申し上げます。

  確かに高橋委員がおっしゃるように、目標に到達しない数字だったことは非常に残念な結

果でございました。ただ、これについては、緊急事態宣言ですとかまん延防止等重点措置が

発令されたことにより、実施できなかった時期が相当月あったということが、言い訳になっ

てしまうんですけれども、理由でございます。仮にこれが、まん延防止等重点措置とかが適

用にならなかった場合どうなったかというと、旅行会社38社から実際に申込みがあった人数

が２万2,795人でございます。仮にコロナウイルスの影響がなければ目標は達成していたとい

うことで、そういう数値が出ております。
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  ですから、今回の１万3,000人につきましても、国がいろいろと旅行等、移動の中で感染防

止対策を徹底した上で、そうした緩和がされた中では、今年度についてはこの状態を維持で

きるのであれば、１万3,000人の目標は到達できるものだと考えております。

  以上です。

○委員長 高橋委員。

○１番 高橋委員 それでは、こういうふうな答弁の違いを起こさないように、ひとつしっか

りとやっていただきたいと思います。

  それで、次に確認させていただきたいんですけれども、これは経済効果を生んでいく、地

元を含めてですね。すると、まずそういうことになると、先日、宿泊はゼロ人という、でし

たよね。泊まった人は誰もいなかったと、行田に。ということであると、お聞きしたいんで

すけれども、日帰りでの１人のお客様、または来訪者はどれぐらい地元に経済効果としてお

金落とすのですか。それとあわせて、宿泊はどういうふうに考えているのか、そこら辺のと

ころを教えてください。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 申し上げます。

  前回、令和３年度に催行したところで、このツアー客が立ち寄った飲食店ですとか、あと

土産物店からの消費額の統計から割り返しますと、１人当たりの消費額が、市内に１人当た

りが落としてもらったお金の金額ですね、2,087円です。それに対して、助成額は2,000円と

いうことでございますが、一番大きな目的は、まだまだ観光地として伸び代のある行田市を

旅行業者の人に知っていただいて、今後行田市に来ていただくための呼び水とする政策であ

るということで実施するものでございます。

  また、宿泊については、これは行田市を宿泊して回るプランというのがなかなか厳しいと

いう中ではございますけれども、今後県内の、または県外の旅行地との連携も組みながら、

行田市での宿泊につなげるような取組というのは行っていかなければならないものと考えて

おります。

  以上です。

○委員長 高橋委員、どうぞ。

○１番 高橋委員 私は大体3,000円ぐらいが日帰りの方が落としてくれるのかな、でも現実は

2,000円だと。なぜ宿泊に今回は力を入れないのか。宿泊すると、大体最低でも２万円、経済

効果がありますね、１人当たり。宿泊代、それから朝と夕飯の食事代、お土産代。最低でも
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２万円の経済効果、１人がね。すると、今回も同じ2,000円の１人の交付ということになると、

この経済効果はすごく低いかと。使っている割には。2,800万円を使ってこれだけの経済効果

では低いかと。今回宿泊に力を入れなかったのはどういう理由なのか教えてください。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 力を入れないというわけではなく、今後旅行会社でＰＲする中で、宿泊等も

進めた中で可能な限りご宿泊いただいて、高橋委員がおっしゃるように経済効果をまちで生

み出す取組というのは続けていきたいと考えております。

  以上です。

○委員長 高橋委員。

○１番 高橋委員 今日の新聞等で、県民割が６月30日までを、７月１日からも延長するとい

う国の方針が出てきましたね。すると、県民割は泊まって5,000円ですね。それで、クーポン

券で2,000円、合計7,000円の県民割をやる。これがまた７月から始まるということです。そ

うした場合、これも行田市では使えると思うんですよね。すると、これを使ってまたプラス

行田市で2,000円交付すると。これはどういうふうにやるのか。両方とも使っていいんですか。

それとも片方だけなのか、教えてください。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 県民割の5,000円割引については、これは個々の宿泊施設の判断によるもので

決定されるものです。例えば、全国で見ますと、有名なチェーンである東横インは、これは

県民割の対象になっていません。そうした中で、行田市のハナホテル、ごめんなさい、ハナ

ホテルについては対象かどうかというのは今ここで申し上げることはできないですけれども、

その他のクーポンについては、まちなかの商店でも利用できるところがございます。また、

ぶらっとぎょうだでも2,000円分の特典クーポンについては利用できる体制を取っております。

それにプラスして2,000円の補助ということでございますけれども、これは全国あちこちの自

治体で、その自治体独自で上乗せ補助というのを実施して、そうしたことを実施することで、

そこの地域に観光客を呼び込むという取組でございますので、行田市においても同様の考え

の下、実施するものでございます。

  以上でございます。

○委員長 高橋委員。

○１番 高橋委員 ですので、私は宿泊であればこれが使えるんだと。だから私はこっちに力

入れるべきではないのかということで質疑をさせてもらいました。
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  もう一点だけお願いいたします。本会議でも質疑をさせてもらいましたけれども、市内に

も旅行会社がありますよね、観光旅行会社。これに対しての救済というのは、このとき一緒

にどのように考えているのかお願いいたします。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 市内の旅行会社であっても、市外を発着点とするツアーであれば対象になり

ますので、救済としては適用になるものと考えております。あと、着地型も同様でございま

す。

  以上です。

○委員長 よろしいですか。

  ほかにはいかがですか。よろしいですか。

〔発言する者なし〕

○委員長 ほかに質疑はないようですので、これをもって質疑を終結いたします。

  以上をもって議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分につ

いて、全ての部署の質疑を終了いたしました。

             ──────────────────

△議案第４０号の討論

○委員長 続いて、討論を行います。討論のある方は挙手を願います。

  高橋委員、どうぞ。

  高橋委員、討論の発言を許しますけれども、賛成、反対、どちらの討論になりますでしょ

うか。それをお願いします。

○１番 高橋委員 議案第40号について反対の討論を行います。

  その理由は、私、今質疑をさせていただいたキャッシュレスについて、この事業で１億円

以上のお金を使うというのは、効果から見ると限定されてきてしまうと。また、もう一つは、

行田市民以外の人がこれを使うことで恩恵を受ける。そういうことであると、まず私は行田

市民にできる限り限定して、このコロナの対応型の地方創生の予算を使うべきということで、

まずこのキャッシュレス決済ポイント還元事業、これについて反対ですので、この議案第40

号については反対の討論といたします。

○委員長 ほかには討論いかがですか。

〔発言する者なし〕

○委員長 他に討論の申出はございませんので、これをもって討論を終結いたします。
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             ──────────────────

△議案第４０号の採決

○委員長 次に、採決いたします。

  議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分については、原案

のとおり可決するに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

○委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第40号は原案のとおり可決するに決しました。

暫時休憩いたします。

午前 １０時 ５８分 休憩

             ──────────────────

午前 １１時 ０８分 再開

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

             ──────────────────

△議案第４６号について

○委員長 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第46号 令和４年度行田

市一般会計補正予算中、環境経済部所管部分についてを議題とし、執行部の説明を求めます。

商工観光課、森原課長、お願いします。

○商工観光課長 続きまして、議案第46号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第３回）に

おいて、商工観光課所管の事業について説明させていただきます。

  こちらは、国のコロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策の一環として、新た

に創設された交付金に対応するものでございます。

  歳出からご説明申し上げますので、議案書の13ページをお願いいたします。

  ７款商工費、１項２目商工業振興費におきまして、6,953万8,000円の補正をお願いするも

のです。

  内容を説明させていただきますので、右、14ページの説明欄をご覧ください。

  ◎商工業育成振興費の18節電灯料補助金は、商店街が設置する商店街街路灯について、原

油価格高騰に起因する電気料金の値上げ分に係る補助金を追加措置するものでございます。

  商店街街路灯につきましては、698基ございます街路灯の令和４年度の電気料金を507万

5,000円と見込んで予算措置しておりましたが、本年４月分の電気料金を昨年の４月と比較し

たところ、商店街街路灯をＬＥＤ化した商店街を除きまして、電気料金が上昇傾向にござい
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ました。そのことから、商店街街路灯電気料の増加率を前年比150％と見込み、その増加分に

ついて措置したものでございます。

  補正予算として計上いたしました253万8,000円の内訳について申し上げますと、商店街街

路灯電気料の８割を市が負担、残りの２割を各商店街にご負担をいただく中で、市が負担す

る電気料金の当初見込額406万円から150％の増加を見込んだ金額が609万円、その増加分が

203万円、商店街ご負担の電気料金の当初見込額101万5,000円から同様に150％の増加を見込

んだ金額が152万2,500円、その増加分が50万7,500円、市・商店街それぞれの増加分を合わせ

ました253万8,000円─これは1,000円未満は端数処理してございますが─が補正の金額となっ

てございます。

  18節の２つ目ですね、その下、プレミアム付商品券事業補助金についてご説明申し上げま

す。

  こちらは、昨年度に引き続いて実施する事業でありまして、物価高騰の影響を受けている

生活者及び市内事業者への支援と地域経済の活性化を図るため、昨年に引き続きプレミアム

付商品券を発行するものでございます。

  商品券の内容について申し上げますと、プレミアム率は30％で、発行総額はプレミアム分

の6,000万円を含めまして２億6,000万円となります。販売単位につきましては、販売額１万

円で、プレミアム分を付した１万3,000円が利用可能な商品券を２万セット販売いたします。

  発行予定の商品券につきましては、ワンセット１万3,000円のうち、１万円を市内の小売店

のみで利用可能な市内専用商品券とし、残り3,000円分を市内小売店のほか、スーパーやホー

ムセンター等の大型店でも利用可能な市内共通商品券として発行する予定でございます。

  商品券の構成につきましては、１枚当たりの額面を500円とし、市内専用商品券として額面

500円を20枚、市内共通商品券として額面500円を６枚、計26枚の商品券でワンセットとして

発行いたします。

  なお、１人当たりの購入の上限は２セットまでとさせていただきます。

  利用可能な店舗につきましては、行田市商店会連合会加盟店舗のほか、周知チラシ等を通

して参加の募集に応じていただける全ての店舗を対象といたします。

  参考に申し上げますと、昨年度に実施した際の参加店舗数は市内で423店舗、そのうちスー

パーやホームセンター等の大型店は27店舗でございました。商品券をご利用いただける店舗

数につきましては、プレミアム付商品券発行事業の実施ごとに増加傾向となっております。

なお、小売店に限って申し上げますと、令和２年度の実施が345店舗でしたので、51店舗の増
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加となっております。

  販売方法及び引換え方法につきましては、応募される方にははがき代のご負担をいただく

ことになってしまいますが、販売時の混乱と感染防止対策の観点から、往復はがきによる応

募抽せん方式とさせていただきます。抽せん結果につきましては、応募いただいた方全員に

返信を差し上げ、当選された方の引換えについては商工センターホールを会場に行う予定で

ございます。

  実施のスケジュールでございますが、議決をいただいきました場合には、市報８月号を初

め、市ホームページ、ＳＮＳ、新聞折り込み広告等により市民の皆様に周知及び参加店舗の

募集を行う予定でございます。

  商品券の購入を希望される方のはがきによる申込みは、８月１日から９月９日の消印を有

効とし、その後、９月16日に公開抽せんを行う予定でございます。そして、結果発送後の商

品券の引換え期間を10月１日から10月31日、引換え開始日の10月１日から翌年１月31日まで

の４カ月間を商品券利用可能期間とする予定でございます。

  発行主体につきましては、これまでの発行におきまして豊富な経験と高い実績を有する行

田市商店会連合会に対する補助により発行する予定でございます。なお、商店会連合会に対

する補助金の金額につきましては、700万円を予定しております。

  さきに実施いたしました商品券事業の終了後、参加店舗のうち小売店100店舗を抽出し、ア

ンケートを実施しておりますので、その結果、９割を超える店舗がお客様から好評をいただ

いたこと、次回実施に当たってもぜひ参加したいとの回答をいただいたことから、本事業は

利用される市民の皆様、また店舗ともに高い効果をもたらすものと考えております。

  また、今回の実施に当たりましては、市内小売店の取りまとめ役でもある行田市商店会連

合会からの要望もお伺いした上で、昨年度に続いて実施するものでございます。

  続いて、歳入について申し上げますので、議案書の７ページをお願いいたします。

  14款国庫支出金、２項１目総務費国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金を財源として見込むものでございます。

  以上、議案第46号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。

○委員長 ありがとうございました。

  以上で説明は終わりました。

             ──────────────────
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△議案第４６号の質疑

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手を願います。

高橋委員、どうぞ。

○１番 高橋委員 それでは、前回やって今回もということですけれども、まず確認なんです

けれども、前回と今回の商品券の中身、１万3,000円分、これについては同じなんですか。前

回と変わっているのか聞かせてください。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 前回、令和３年度に実施したものと同様でございます。参考に申し上げます

と、令和２年度に実施したものについては小売店のみの使用で、大型店は入れておりません。

  以上でございます。

○委員長 高橋委員。

○１番 高橋委員 そうすると、１万3,000円のうちの１万円が小売店、3,000円分が大型店と

いうことですね。大型店も使えるということで、そういうふうに言っていますね。そうする

と、昨年度が第１回、第１次の募集では残りましたよね。往復はがき出して、抽せんでとい

うことであるけれども、抽せんしないで全部に当選おめでとうございましたですよね。する

と、往復はがき出す必要がなかったということになるわけですけれども、あえてなぜ残って

しまったのに、同じように１万円と3,000円に分けたのか、そこの反省か何かはないんですか。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 まず、１万円と3,000円に分けたことについては、利用者の方からも、大型店

も利用できれば非常に便利な商品券になるということで、そういった声を基に、前回同様に

１万円と3,000円を分けたものでございます。なお、この分けることにつきましても、１万円

を小売店専用とすることで、小規模な店舗にも恩恵があるということで、商連とも打合せの

上、決定したものでございます。

  なお、はがきによる応募なんですけれども、前回、令和３年度に実施のときに、同様に１

万円と3,000円に分けて販売いたしましたが、そのときは３万セットを販売いたしました。３

万セットに対しまして、１次の応募がこの３万セットの販売額の３億円に対しまして、２億

3,264万円の応募をいただいたと。そうしたことを考えますと、今回は販売額が２億円でござ

いますので、恐らく大型店を含めた実施となると、販売予定数を１次で超えてしまうのでは

ないかということを想定いたしまして、同様の方法としたものでございます。

  以上でございます。
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○委員長 高橋委員。

○１番 高橋委員 今回の予算は、前年度とは、前回とは違うんですね、目的が。今回のコロ

ナ対応の交付金は物価上昇ですよね、対応がね。前回とは違いますよね。そうすると、同じ

ことをやっていたんでは、この物価上昇の今回の趣旨と違うんではないんですか、これでは。

今回、特に市民の方が物価上昇で困っているんだと。小売店ではないんですね、市民が困っ

ているんですよね。そこら辺のところでどうしてこういうふうな分け方が出てきたのかお願

いします。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 説明の中でも申し上げましたが、この商品券の発行の目的は、生活者支援を

目的としたものでございます。また、国が示しました新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金の創設についての中で、生活者支援に関する事業ということで、地域経済の活

性化と、生活者支援を目的としたプレミアム付商品券の発行ということで、適切な使途であ

るということが明示されておりますので、そういったものも含めまして、様々な対応策の一

つとして本事業を上程したものでございます。

  以上でございます。

○委員長 高橋委員、どうぞ。

○１番 高橋委員 それであればなおさら、今回は前回が第１次で残ったと。そういうふうな

ことの実績を踏まえて、金額が、セット数が減ったから今回は１回目で終わるというのでは

なくて、質疑とあれかもしれませんけれども、例えば大型店で１万円使えて、小売店は残り

の3,000円分、合計で、小売店は１万3,000円全て使えるんだと。しかし、その中で、１万円

は大型店で使えると。今回は3,000円ですけれどもね。そうすると、市民の方が物価上昇でス

ーパー行って食品を買うと助かるなと。ということに今回なるのかな。すると、小売店のみ

を救うという説明があったけれども、今回の予算の考え方は違うのではないかと。逆ではな

いのかな。一般市民の生活を応援するということであると、この考え方は逆だと、手法が違

うと考えるんですけれども、そこら辺はいかがなんですか。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 確かに生活者支援と事業者支援というバランスを考慮したときに、どちらに

金額の重きを置くかというのは非常に難しい問題でもあるんですけれども、そうした中で、

令和２年度に実施したときには小売店のみしか対象にしなかった中で、多くの利用者の方か

ら大型店も入れてほしいということでお声をいただいております。また、商店からは、大型
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店を入れないで助かったと。非常に小売店にお客さんが来ていただいて恩恵があったという

ことも聞いておりますので、こうしたバランスを取った中で、大型店というのは比較的コロ

ナ禍にあっても、巣籠もり需要等の影響で売上げが落ちることはなかったというデータもニ

ュース等で報道されておりますので、そうしたもろもろのバランスも含めた中で、今回も１

万円と3,000円という区分けにしたものでございます。

  以上でございます。

○委員長 高橋委員。

○１番 高橋委員 そこが違うんですね、私が言っているのは。大型店のために、大型店が売

上げが落ちていなかったから大型店をということではないんですね。市民の生活が苦しいか

ら、大型店も行けたら、幾らかでも商品券が使えるんならば大変助かるんだがということで、

そっちにシフトを置くという、そういうことであると。

  というのは、前回の今お話しの中で、小売店から助かったということもあります。しかし、

私の耳には、市民の方が、市内の小売店だけでは使うところがないよと、買っても。だから、

若い人は買えないと、買わないと、もったいなくて。買ったって使わないんだよということ

で、若い人が買わない。買った人は何に使っているかというと、結局お酒とか何かで晩酌を

含めてそういうことに使う人が、ああ、これでお酒を買うのが助かったなということなんで

すよ。そこの市民から聞く耳が少し違うんではないんかと思う。どうなんですか、そこのと

ころで今回はこういうふうなことをやって、これでももう一度私から確認ですけれども、こ

れを変える気はもう、計画どおりだから変える気はないんですね。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 まず、商品券の発行事業ということでございますから、一義的には生活支援

というのは当然大事ですけれども、商店に対する応援というのが、これが半分以上を占めて

いるのではないかと私は認識しております。そうした中で、高橋委員おっしゃるように、確

かに生活支援という視点では、この１万円を大型店に含めるべきではないかということでご

ざいますけれども、そうすると、前回大型店も含めた中で、過去の実績で見ますと、７割を

超える方々が大型店に流れてしまうというものがあって、その市内の商店を取りまとめてい

る商店会連合会が各商店会に呼びかけた結果、実績として残らなかったということでは残念

な結果になってしまうと思うんですね。

  確かにおっしゃることも分かるんですけれども、全体的なバランスを含めた中で考えます

と、３割という部分については生活者の方々に恩恵部分といいますか、物価高騰に対する支
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援ということで３割は返ってくるわけでございますから、そういった中で全体のバランスも

含めた中での１万円と3,000円ということで実施するものでございますので、今後の実施に当

たっては、様々な方面からご意見をいただいた上で、検討材料の一つとしてまいりたいと考

えております。

  以上でございます。

○委員長 高橋委員。

○１番 高橋委員 それはまあ見解の違いなんで、ひとつ。

  それでは、もうちょっと聞かせてください。往復はがきでまた申込みをするということで

すね。そうすると、この件で行田市民ということでの確認は取っているんですか。取れてい

るんですか。私は取れていないと判断したんで聞くんですけれども、ひとつお願いします。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 実施主体であります商店会連合会は、住民情報を持ち合わせておりませんの

で、往復はがきで応募した方が確実に行田市民であるかどうかというのは、高橋委員ご指摘

のように取れてはおりません。ただし、１人２セットまでとしたことで実施するわけでござ

いますけれども、今回応募いただいたはがきを全員エクセルにデータとして落としまして、

それでソートをかけます。そうした中で、複数応募していらっしゃることが判明した方はそ

こではじくというような不正の防止措置も取っているものでございます。行田市民であるか

市民でないかというのは、システム上、これは確認は取れないわけでございますけれども、

これは応募者による良心に任せるしかないものと考えております。

  以上でございます。

○委員長 高橋委員。

○１番 高橋委員 私がここで言っているのは、結局行田市民ではなくても、もう子どもで嫁

いだ人の名前まで書いても、それでオーケーだと。もうその家にはいないと。いなくて、結

婚してもう外へ行っているけれども、その人の名前を書いても１人ということが現実にあっ

たんで、そういうことであれば、せっかく行田市民のために使うお金ならば、そこら辺はし

っかりとやるべきではなかったのかということで、要望です。

  次に、１つだけ聞かせてください。今回、課長は売れ残りがないという考え方でいるんで

しょうけれども、仮にこれ残った場合はどういうふうな方法を考えているのかお願いします。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 申し上げます。先ほどの話に戻るんですけれども、高橋委員がどこか市外に
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嫁に出てしまった方も応募できるという、さきの委員会でも高橋委員からお声をお聞きして

いるんですけれども、ぜひそういったお声を聞いた際は、どうか我々も注意したいと思いま

すので、委員もこういうことはやっては駄目だよとおっしゃっていただければ本当にありが

たいです。すみません、お願い申し上げます。

  売れ残りについてなんですけれども、こちらについては販売方法をどうするかということ

で、今後商店会連合会とも協議して適切な方法で対応してまいりたいと考えております。

  以上でございます。

○委員長 よろしいですか。

  高橋委員。

○１番 高橋委員 すみません、適切な方法というのがよく分かんないんだけれども、前回の

ときは同じ人が２回目のとき並んで買いましたよね、２回目のとき。同じ人が２回も３回も

並んだという報告があったんですよ。ということは、本来だったら今回も１人２万円のわけ

ですよね。そういう人が、同じ人が売れ残ったときに１回買って、また一旦商工センターの

外へ出て、また並んで買ったという。その循環で何回も同じ人が買ったというと、当初の趣

旨と違ったのではないかな。そういう現実があったのでお聞きしているんです。

○委員長 森原課長。

○商工観光課長 確かに委員がおっしゃるようにそういった声も聞こえております。そういっ

た不正を防ぐ意味でも、不正のない販売方法ということで今後対応してまいりたいと存じま

す。

  以上でございます。

○委員長 よろしいですか。

  ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。

〔発言する者なし〕

○委員長 他に質疑はないようですので、これをもって質疑を終結いたします。

  以上をもって、議案第46号 令和４年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分に

ついて、全ての部署の質疑が終了いたしました。

             ──────────────────

△議案第４６号の討論、採決

○委員長 続いて、討論を行います。討論のある方は挙手を願います。

〔発言する者なし〕
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○委員長 討論の申出はありません。これをもって討論を終結いたします。

  次に、採決いたします。

  議案第46号 令和４年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分については、原案

のとおり可決するに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第46号は原案のとおり可決するに決しました。

  以上で、当委員会に付託されました案件の審査を終了いたします。

  なお、お諮りいたします。委員会審査報告書及び委員長報告の作成等につきましてはご一

任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長 異議なしと認め、さよう決定いたしました。

  なお、委員長報告の読み合わせにつきましては、最終日29日の午前８時45分から議長室で

行いますので、委員各位には時間までにご参集願います。

             ──────────────────

△閉会の宣告

○委員長 以上をもって建設環境常任委員会を閉会いたします。

  大変皆様お疲れさまでございました。

午前 １１時 ３４分 閉会

             ──────────────────
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    行田市議会委員会条例第３０条第１項の規定によりここに署名する。

                建設環境常任委員会委員長   小  林  友  明



健 康 福 祉 常 任 委 員 会

６ 月 １ ６ 日 （ 木 曜 日 ）
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令和４年行田市議会健康福祉常任委員会会議録

○開会年月日  令和４年６月１６日（木曜日）

○開 催 場 所  ３０５会議室

○付 議 事 件  議案第４０号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）

        議案第４６号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第３回）

○審 査 日 程 【消防本部】

        議案第４０号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）

     【健康福祉部】

       議案第４０号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）

       議案第４６号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第３回）
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午前  ９時 ２９分 開会

△開会の宣告

○委員長 皆さん、おはようございます。

  １年間、健康福祉常任委員会委員長として務めさせていただいておりまして、今回の委員

会が私としては最後になりますので、しっかりと務めていきたいと思いますので、よろしく

お願いします。

  ただいまから健康福祉常任委員会を開会いたします。

  傍聴される方につきましては、委員会審査中の雑談、発言等を禁止いたしますので、よろ

しくご聴取のほどお願い申し上げます。

  なお、審査中における傍聴人の入退出については自由となっておりますので、念のため申

し添えます。

  当委員会に付託されております案件は、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議

案２件であります。

  審査につきましては、お手元に配付いたしました審査日程により行います。

  まず初めに、消防本部所管の議案について審査を行います。

  まず、消防長にご挨拶をお願いいたします。

○消防長 おはようございます。

  委員長をはじめ委員の皆様には、日頃消防業務の推進に当たり、ご理解とご指導賜り、誠

にありがとうございます。

  現在、全国的に新型コロナウイルス感染症は、ワクチン接種の状況、個々の感染防止対策

など様々な取組から、減少傾向にあると認識しております。

  さて、令和３年の本市の火災と救急の統計に基づく分析と考察の結果を少しお話しさせて

いただきます。

  火災は、令和２年より８件少ない27件の発生でございました。昨年は、特に火災による死

者、負傷者が過去５年と比較し最少であり、死者の発生はありませんでした。

  全国的に一般住宅の火災で死者が発生する確率は、全焼火災が最も多く、その全焼火災と

なるケースでは、住宅用火災警報器の設置していない割合が高い傾向にあることから、今後

も住宅用火災警報器の設置・点検の促進に努めてまいる所存です。そのため、本年度から新

たに、高齢者世帯等で住宅用火災警報器の設置が困難な世帯を支援する要綱を制定し、消防

職員が設置について支援を行う取組を開始いたしました。
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  次に、救急に関しましては、令和２年より117件多い3,819件であり、交通事故と急病が増

加したもので、コロナウイルス感染症の状況から徐々に人々の行動が戻ってきたことが理由

の１つと考えております。

  まだまだ収束の見えないコロナ禍ではございますが、今後も市民の皆様の生命、身体を守

るため、体制強化を図ってまいります。

  本日ご審議いただく案件は、議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）

の消防本部所管部分でございます。細部説明は担当課長がいたしますので、ご審議賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。

  以上、挨拶とさせていただきます。

○委員長 消防長、ありがとうございました。

  これより審査に入りますが、委員並びに執行部の皆様に申し上げます。

  議事の整理上、発言は委員長の許可を得て行うようお願いいたします。また、発言時はワ

イヤレスマイクを使用していただくようお願いいたします。

  なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、説明、質疑及び答弁は簡潔明瞭に行い、円

滑な議事進行にご協力をお願いします。

             ──────────────────

△開議の宣告

○委員長 それでは、これより議事に入ります。

             ──────────────────

△議案第４０号について

○委員長 初めに、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第40号 令和４年度行

田市一般会計補正予算中、消防本部所管部分についてを議題とし、執行部から説明を求めま

す。

  では、お願いいたします。

○消防総務課長 改めまして、皆さん、おはようございます。

  説明は着座にて行わせていただきます。

  それでは、議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）について、消防本

部所管部分の細部説明を申し上げますので、議案書62ページをお開き願います。

  ９款消防費、１項消防費のうち、１目常備消防費について、補正額は385万4,000円で、補

正後の額は８億6,624万6,000円でございます。
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  内訳は、右ページ、説明欄の◎消防本部及び消防署運営費の17節庁用器具費は、市民等を

対象とした普通救命講習をはじめとする各種講習会や会議等で使用する消防本部庁舎２階と

３階会議室の机22脚と椅子44脚を抗ウイルス仕様のものに入れ替えることで、感染防止対策

の強化を図るものであります。また、あわせて、自動消毒液噴霧器２台を購入するものであ

ります。

  次に、３目消防施設費について、補正額は64万3,000円で、補正後の額は8,860万5,000円で

ございます。

  内訳は、右ページ、説明欄の◎消防施設整備費の17節救急用具購入費は、救急車に積載し

ている自動心マッサージ器の動力源となる酸素ボンベについて、使用した酸素ボンベを充填

している期間に新たな救急事案が重なることでボンベ不足が発生することが想定されたこと

から、予備酸素ボンベの充実強化を図り、ボンベ充填時においての安定的な救急活動が継続

できる体制を確保するために必要な追加分として、予備酸素ボンベ４本を購入するものであ

ります。

  なお、補正額の財源ですが、新型コロナウイルス感染症対策事業として、国庫支出金の新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金から356万5,000円を、一般財源から93万

2,000円を補正財源として見込むものであります。

  以上で、議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）の消防本部所管部分

につきまして説明を終わらせていただきます。

○委員長 ありがとうございました。

  以上で説明は終わりました。

             ──────────────────

△議案第４０号の質疑

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手をお願いいたします。

  村田委員。

○２番 村田委員 それでは、質疑をさせていただきます。

  ただいま消防施設整備費、運営費についての物品等の購入費用ということで説明を受けた

んですが、お話を聞いた購入する物品ですね、財源としてなぜ全てコロナ対策の国の臨時交

付金で対応していないのか、できるのではないか。むしろ、変な区切り方をしているかとも

思えてしまったんですが、この辺、仕組み上の何か理由とか背景とかあるようでしたら教え

ていただきたいんですが、お願いします。
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○委員長 執行部、答弁をお願いします。

○消防総務課長 村田委員のご質疑にお答え申し上げます。

  国庫補助金の対象外が含まれているのかについてでございますが、消防本部といたしまし

ては、今回の事業は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の対象と考えており

ます。しかしながら、消防費に対する交付金の不足分を一般財源で措置したものと認識して

おります。

○委員長 よろしいですか。

  村田委員。

○２番 村田委員 分かりました。

  確認ですけれども、全て交付金の対象となる物品であるけれども、ほかの予算配分との関

係で不足分が生じる。それは一般財源から充当することで必要な物品を買いそろえたい、こ

ういうわけでしょうか。

○委員長 執行部の答弁お願いします。

○消防総務課長 村田委員のおっしゃるとおりで、間違いございません。

○委員長 他に質疑があればお願いします。

  梁瀬委員。

○５番 梁瀬委員 先ほどのご説明で、机を22脚、椅子44脚ということですが、これは買換え

ですか、それとも古いのを交換なのか、新規としてさらに購入ということなのか、お聞かせ

願います。

○委員長 執行部の答弁お願いします。

○消防総務課長 お答え申し上げます。

  今回購入いたします机と椅子に関しましては、取替えという形で購入となります。

○委員長 梁瀬委員。

○５番 梁瀬委員 そうしましたら、全取替えですか、それとも少し新しくするという形でし

ょうか。

○委員長 執行部の答弁お願いします。

○消防総務課長 ３階会議室の机と椅子に関しましては、普通救命とか講習用に、現在、人数

等を制限してやっておりますので、それの最大収容人数分として買い換えるものになります。

会議室に関しましては、全ての椅子と机を買い換える形となります。

○５番 梁瀬委員 ありがとうございます。
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○委員長 ありがとうございました。

  そのほか質疑ございますか。

  副委員長。

○副委員長 すみません。質疑させていただきます。

  先日、消防署を見学させていただいたりして、使用できなくなった消防ホースを半分に切

って、担架をつくって、まるでそのためにつくったような商品かのごとくしっかりとしたも

のだと思って、すごい感動したんですけれども、そういう無駄にしないように、日々の努力

という部分の取組を見させていただいた中、先ほど消防施設整備費の中の説明で、酸素ボン

ベが４本という説明があったと思うんですけれども、４本で間に合うんですか。

  設備だとか器具は、そこにいる人たちよりも多ければいいというわけでないのは十分分か

っているんですけれども、分署もあるわけなので、４本で十分なのかという心配でお伺いし

ます。

○委員長 執行部の答弁お願いいたします。

○消防署長 今回購入するものは予備の酸素ボンベということで、各救急車に１台ずつです。

前回の補正のときに心臓マッサージ器１台に対して３本のボンベを購入させていただいたの

で、３本だと充填に時間がかかって足らなく場合があるということで、１本追加なので、救

急車４台あるうちの心マッサージ器４台ですから、これを購入して各４本ずつとなるので、

16本となります。

  以上です。

○副委員長 そうすると、消防車に対しての予備の本数が４本で間に合うということですね。

分かりました。ありがとうございます。

○委員長 そのほか質疑はございますか。

  橋本委員。

○３番 橋本委員 今の町田委員のほうの救急用具購入費の件です。酸素ボンベは予備のもの

を４本購入するということですけれども、今のとかぶるんですけれども、現在は何本あるの

かということをお伺いします。

○委員長 執行部の答弁お願いします。

○消防総務課長 現在は予備ボンベを含め３本ずつになりますので、12本になります。

○委員長 橋本委員。

○３番 橋本委員 ありがとうございます。それが各救急車４台に載っけるということですね。
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  そして、酸素ボンベの中身は、充填のほうはどちらで、本庁舎でやっているのか、もしく

は業者に出しているのか、その辺はどうなっているんでしょうか。

○委員長 答弁お願いします。

○消防総務課長 消防本部で使っている酸素ボンベまたは空気ボンベ等も、全て業者のほうに

出しております。

○委員長 橋本委員。

○３番 橋本委員 そうしますと、空になった場合というか、一定以下の酸素量になったとき

に充填を行っていると思うんですけれども、予備があれば、業者に出しても、タイムラグが

あっても対応ができるという判断の下での予備のボンベの購入というところでよろしいんで

しょうか。

○委員長 答弁お願いします。

○消防長 お答え申し上げます。

  心マッサージ器を購入した際に、３本ずつボンベをつけさせていただいたわけですが、そ

のときの積算といいますか、活動状況からの対応とすれば、それでいけるというふうなとこ

ろでしたが、コロナ禍での経験の中といいますか、活動の中で、もう１本ずつ予備があった

ほうがいいだろうということで、今回、各車に１本ずつの４本ということで購入させていた

だいていますので、こちらで当市の活動においては、充填期間等も含めて十分対応できると

考えております。

  以上でございます。

○委員長 ありがとうございます。

  橋本委員。

○３番 橋本委員 それで、消防本部─各地ありますけれども─によっては、充填を自分のと

ころでやっているというところもあるんでしょうか。

○委員長 執行部の答弁お願いします。

○消防総務課長 酸素ボンベに関しましては、基本的に医療資機材になりますので、消防本部

でやるところはないと思います。あくまで空気ボンベであれば、充填をしている消防本部等

はあるものでございます。

○３番 橋本委員 ありがとうございました。

○委員長 ありがとうございます。

  そのほか質疑ございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長 他に質疑はないようですので、これをもって質疑を終結いたします。

  なお、議案第40号の討論及び採決については、この後審査を行います健康福祉部所管部分

の審査終了後に一括して行いますので、ご了承願います。

  暫時休憩いたします。

午前 ９時 ４６分 休憩

             ──────────────────

午前 ９時 ４８分 再開

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、健康福祉部所管の議案について審査を行います。

  まず初めに、健康福祉部長にご挨拶をお願いします。

○健康福祉部長 改めまして、おはようございます。

  健康福祉常任委員会の皆様方には、日頃より健康福祉部所管事業の推進に格別のご理解、

ご協力を賜りまして、厚くお礼申し上げます。

  さて、本市の新型コロナウイルスの感染状況につきましては、ここのところ10名前後、１

桁台の日もございまして、一時期に比べ落ち着きつつあります。

  国においても、マスクの着用の考え方を改めて示されたり、外国人観光客の受入れ再開が

決まるなど、ウィズコロナで社会経済活動との両立を目指していると感じております。

  そのような中でも、感染防止対策は引き続き重要になってくるわけでございますが、コロ

ナのワクチンにつきましては、先月から４回目接種を開始いたしました。４回目接種は、重

症化予防が目的となりまして、対象は60歳以上の方、あとは18歳以上60歳未満で基礎疾患の

ある方などでございます。

  ３回目接種から５カ月経過後に接種が可能となりますので、引き続き市といたしましては、

円滑な実施に努めてまいりたいと存じます。

  本日は、この後一般会計補正予算案、第２回及び第３回について、順次ご審議を賜ること

となっております。ぜひ忌憚のないご意見をお聞かせいただければと存じます。

  梅雨の時期になりまして、肌寒い日もございますので、皆様におかれましてはお体に十分

ご留意いただくとともに、今後のますますのご活躍を祈念し、挨拶とさせていただきます。

  本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

○委員長 福祉部長、ありがとうございました。
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  これより審査に入りますが、執行部の皆様に申し上げます。

  議事の整理上、発言は委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。また、発言時

はワイヤレスマイクを使用していただくようお願いいたします。

  なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、説明及び答弁は簡潔明瞭に行い、円滑な議

事進行にご協力をお願いいたします。

  それでは、これより議事に入ります。

             ──────────────────

△議案第４０号について

○委員長 初めに、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第40号 令和４年度行

田市一般会計補正予算中、健康福祉部所管部分についてを議題とし、執行部から説明を求め

ます。

  では、お願いいたします。

  福祉課、藤倉課長。

○福祉課長 議案第40号につきましてご説明いたします。

  それでは、令和４年度補正予算（第２回）のうち、福祉課所管部分についてご説明を申し

上げますので、議案書の56ページをお願いいたします。

  歳出から申し上げますが、１項１目の社会福祉総務費の右ページ、◎住民税非課税世帯等

臨時特別給付金給付事業費は、現在、令和３年度住民税均等割が非課税の世帯等を対象とし

て、１世帯当たり10万円の給付金を支給しておりますが、今般、令和４年度住民税均等割が

非課税の世帯等についても給付金の対象とされたことから、給付のための所要経費を計上す

るもので、１億1,760万6,000円の追加補正をお願いするものでございます。

  初めに、３節職員手当等は、79万9,000円の追加補正をお願いするものでございます。

  １つ目の時間外手当は、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業に従事する職員の時

間外手当でございます。

  次に、10節需用費48万6,000円の追加補正をお願いするもので、１つ目の消耗品費は25万円

の追加補正をお願いするものでございます。この消耗品費は、住民税非課税世帯等臨時特別

給付金事務に用いる事務用品を計上したものでございます。次の印刷製本費は、23万6,000円

の追加補正をお願いするもので、給付対象者の方に確認書の送付や、返信用の封筒や記入例

の作成費用を計上したものでございます。

  次に、11節役務費は、50万6,000円の追加補正をお願いするもので、郵便料38万7,000円は
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確認書の発送、返送等に係る費用で、その下の手数料11万9,000円は給付金を対象者の口座に

振り込むための費用でございます。

  次に、12節委託料は、1,581万5,000円の補正をお願いするものでございます。

  １つ目の電算委託料875万9,000円は、令和４年度の住民税非課税世帯への臨時特別給付金

支給のために新たに構築したシステムで、住民税データから対象世帯を抽出し、確認書作成

から振込データ作成、決定通知書作成までを委託するものでございます。次の事務従事者派

遣委託料705万6,000円は、臨時特別給付金の受付業務、電話業務等を行う専従者が必要であ

ることから、４名の派遣を委託するものでございます。

  次に、18節負担金補助及び交付金の住民税非課税世帯等臨時特別給付金１億円でございま

すが、令和４年度の非課税世帯及び家計急変世帯に対し、１世帯10万円の給付金について

1,000世帯への給付を見込むものでございます。

  歳出予算は以上でございます。

  続きまして、歳入予算の説明を申し上げますので、説明書の44ページをお願いいたします。

  14款２項２目民生費国庫補助金の１節社会福祉費補助金１億1,760万6,000円のうち、右側、

説明欄の１つ目、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業事務費補助金1,760万6,000円

は、56ページの３節職員手当等から12節委託料までの費用の10分の10を、次の住民税非課税

世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金１億円は、56ページの18節住民税非課税世帯等臨時

特別給付金に対し、費用の10分の10を国が支給するものでございます。

  以上で、福祉課所管部分の説明を終わらせていただきます。

○委員長 ありがとうございました。

  次に、子ども未来課、上野課長より説明をお願いいたします。

○子ども未来課長 それでは、議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第２回）の

うち、子ども未来課所管部分についてご説明いたします。

  初めに、歳出からご説明いたしますので、議案書の56ページをお願いいたします。

  ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費についてでございます。

  右ページ、説明欄、◎子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費は、ひとり親世帯以外の

低所得の子育て世帯に対し生活支援特別給付金を支給するもので、給付金の対象者は児童を

養育する住民税均等割非課税世帯及び新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、

住民税均等割非課税相当の収入になった者で、児童１人につき５万円を給付いたします。

  事務経費としまして、３節時間外勤務手当から12節ＯＡシステム改修委託料を計上すると
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ともに、事業費として18節子育て世帯生活支援特別給付金を措置しております。

  このうち、12節ＯＡシステム改修委託料についてですが、公的給付の支給等の迅速かつ確

実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づき、特定公的給付の指定を受けた

ことにより、給付金の支給要件確認のために必要となる地方税等の情報を本給付金の事務の

ために利用することが可能となりました。これを踏まえまして、児童手当等の受給状況と地

方税の情報をひもづけて支給対象者を抽出するためのシステム改修費用として計上したもの

でございます。市が保有する税情報を活用して支給対象者を特定することで申請が不要とな

り、速やかな支給が可能となるものでございます。

  なお、今回のシステム改修につきましては、マイナンバーの活用に係る改修は含まれてお

りません。

  次の18節子育て世帯生活支援特別給付金については、対象児童は1,180人、対象世帯は児童

手当受給者の１世帯当たりの平均児童数が1.65でございますので、対象児童1,180人を1.65で

割りますと715.1515となりますので、約720世帯と見込んでおります。

  ちなみに、今回の給付金の支給対象は、令和３年の課税情報が判明いたしませんと、支給

対象世帯を見込むことが困難なものでございますが、対象児童1,180人という数字の算出につ

いては、厚生労働省が世帯年収の分布やコロナ禍における所得の動向に係る聞き取り調査を

基に、児童手当支給対象児童数から特別給付金の支給対象児童数などを算出できるようにす

るための方法として示したものを利用したものでございます。

  続きまして、歳入についてご説明いたしますので、戻りまして44ページをお願いいたしま

す。

  14款国庫支出金、２項２目民生費国庫補助金、２節児童福祉費補助金の右ページ、説明欄、

子育て世帯生活支援特別給付金給付事業事務費補助金及び子育て世帯生活支援特別給付金給

付事業補助金は、先ほど申し上げました子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に対するも

ので、それぞれ歳出計上額の全額を財源として見込むものでございます。

  子ども未来課所管分の説明は以上でございます。

○委員長 ご説明ありがとうございました。

             ──────────────────

△議案第４０号の質疑

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手をお願いします。

  村田委員。
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○２番 村田委員 では、まず私のほうから、何点かあるんですけれども、まず１点ですが、

福祉課所管の住民税非課税世帯のところへの給付金ですけれども、６月議会やっていまして、

一般質問ですとか質疑等の中で、何回か執行部あるいは市長の答弁の中で、コロナ対策事業

を、いろんな事業を通じて市民の各層に案分して、市民の方の生活を助けるようにしている

という説明がされているんですけれども、そうしたことを念頭に置いて質疑をしたいんです

けれども、まずこの事業で住民税非課税世帯というのは、もう少し具体的に、どういう所得

階層なのか、収入の例といった形でお示しいただければと思うんですけれども、できれば、

例えば独り暮らしの場合とか夫婦２人の世帯とか、あるいは夫婦と子どもが２人いる世帯と

か、そういう形で類型化した形での例示いただければと思うんですが、まずこの辺について。

○委員長 執行部の答弁お願いします。

○福祉課長 村田委員のご質問にお答えします。

  住民税非課税世帯の収入の階層ということでございますが、３つのパターンで申し上げま

すと、給与収入のみの方の場合でございますと、お独り暮らしの方でございますと、収入で

93万円以下です。夫婦でいらっしゃって妻の方を扶養している場合でございますけれども、

137万8,000円以下。ご夫婦とお子さんお二人ということでございますと、209万9,999円以下

となっております。

  以上でございます。

○委員長 村田委員。

○２番 村田委員 分かりました。

  収入ですから、いわゆる手取りではなくて、事業者側が支払う給与の額という理解でいい

んだと思うんですけれども。その上で、次の質疑ですけれども、昨年度この給付を受けた世

帯は対象外というのが、どこかの説明の中で私伺ったようで、メモ書きがあるんですけれど

も、そういうことでいいのか、そこの確認で。

  ということは、時点で捉えたときに、昨年度の収入の課税状況が出る今年の６月で、去年

１年間の収入状況を踏まえて、今年これから、議会を通過したらこれを支給するということ

で、新しく昨年度収入が落ち込んでしまった人というのが対象ということでよろしいでしょ

うか。

○委員長 執行部の答弁お願いします。

○福祉課長 村田委員のご質問にお答えします。

  これまでの令和３年分の給付金を受給されている方は対象外でございまして、対象とする
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のは令和４年度分の住民税均等割非課税の方で受給済みでない方、あとは令和４年１月以降

に家計が急変された方のいずれかに該当する世帯の方でございます。

○委員長 村田委員。

○２番 村田委員 対象者世帯は２つあって、令和３年の住民税非課税世帯と１月以降にコロ

ナ禍を原因としての家計急変で同等になってしまった世帯、人、この２つが対象ということ

ですね、確認です。

○委員長 執行部、お願いします。

○福祉課長 令和４年度分の均等割ということですが、令和３年中の所得ということで今お話

しなさったということでございましょうか。令和４年度分の住民税均等割が課税されていな

いですけれども。

○２番 村田委員 それは令和３年度の収入実績に基づいて、今年、税を確定させた結果とい

う。

〔「はい」と言う人あり〕

○委員長 そのほか質疑はありますか。

  村田委員。

○２番 村田委員 すみません。ないようでしたら、私が引き続き。

  今回、この事業では1,000世帯という積算のようですけれども、先ほど確認しました住民税

非課税世帯とコロナで家計が急変して非課税世帯と同等になった方の、それぞれこの積算の

中での内訳はどうなっているのかと、その積算の考え方、つくり方、これについてお聞かせ

いただきたいんですが。

○委員長 執行部の答弁をお願いいたします

○福祉課長 世帯数の根拠でございますが、行田市の世帯総数がありまして、そこから４年度

の住民税課税世帯を除きます。さらに、そこから令和３年度分の臨時特別給付金を既に受け

ている世帯と家計急変世帯で受給した世帯を差し引きまして、873という数字を出しました。

  また、今回の家計急変の数字というものを求めるんですが、873に家計急変世帯の占める割

合として、行田市で推測する割合を７％と見込みまして、それを乗じますと62世帯で、合わ

せまして935世帯ということになりまして、1,000世帯という数字を導かせていただいたもの

でございます。

○委員長 村田委員。

○２番 村田委員 ありがとうございます。
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  そういう積算で予算を組んだわけですけれども、昨年度のこうした給付の実績の状況はど

うだったのか。それを踏まえて、今の積算でほぼ大丈夫だと言えるのか。もし足らなくなっ

たときはどうされることになるのか、その点をお聞かせください。

○委員長 執行部の答弁をお願いします。

○福祉課長 現在の状況になってくるんですが、確認書の発行総数が7,465件、支払い済みのも

のですが、確認書を発行したものに関しましては7,020件、そのほかに申請によって支給した

ものが24件、及び家計急変世帯として申請があったものは46件、３つを合わせますと7,090件

ということになります。

  予算が足りるのかにつきましては、今回の算出におきましても、935であるところ1,000と

して見込んでいますので、足りるものと思われます。

○委員長 ありがとうございます。

  村田委員。

○２番 村田委員 ありがとうございます。

  昨年の実績等も踏まえての積算ということで、プラスアルファで予算を積んでいるという

理解で、分かりました。万が一不足の場合には、ぜひ補正で工面して対応していただきたい

と思うんですが。

  それで、この事業についての最後になりますが、電算委託料ですが、私、こうした部分と

いうのは詳しくないもんですから、どうしても金額がいつも気になって仕方がないです。こ

うした事業をやろうとするときに、もっと給付の額のほうに回せないのかと、ついつい思っ

てしまうんですが。

  電算委託料というのは、先ほど説明いただきましたけれども、データから抽出して云々か

んぬんでという一連の作業がボタン操作でできるという委託でしょうけれども、これって、

国からこうした給付事業を行うに当たって、こういう改修が必要になりますよ。そうすると、

標準的にはこういう金額ですよというのが示されて、その上で業者と打合せをして決めてい

るのかと、想像で今申し上げているんですが、どんな形でこの額というのが決まるのかとい

う点と。

  昨年度、同様の給付ありましたよね。去年の改修では足りなかったのはどういう部分なの

かというのを、初心者というか、分かるようにご説明いただければありがたいんですが。

○委員長 執行部の答弁をお願いします。

○福祉課長 村田委員のご質問にお答えします。
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  まず、標準的な額が示されているのかということでございますけれども、それは示されて

おりません。

  あと、令和３年度の電算システムと申しますのは、令和３年度の住民税非課税世帯への対

応に特化したものでございまして、その事業のみを対象で構築されたものでございまして、

今回のものに関しましては、新たに新規の事業としてという形でございますので、一から構

築するという形になっております。

  先ほどボタン１つでみたいな感じでおっしゃっていたんですが、そういうものではなくて、

一連の流れみたいな形になってくるんですけれども、まず令和４年度の住民税のデータがご

ざいます。そこから住民税均等割非課税世帯を抽出してまいります。抽出したデータから令

和３年度分の臨時特別給付金の支給世帯と、令和３年度分の家計急変で支給した世帯を除き

まして、令和４年度分の対象世帯を抽出いたします。抽出した世帯をシステムに取り込みま

して、確認書というものを作成いたします。こちらの確認書を対象の方に送付するわけでご

ざいますけれども、送付された確認書をそれぞれ対象となる方が確認いただいて、市のほう

に戻ってまいります。戻ってきた確認書について、システムに入力して、給付金の振込のデ

ータを作成いたしまして、金融機関に対応するデータを作成して帳票をつくるものになって

います。それとともに、支給の決定通知書、不支給の決定通知書というものをそこのシステ

ムから帳票として吐き出すような機能を持ったものでございます。

○委員長 ありがとうございます。

  そのほか質疑はございますか。

  橋本委員。

○３番 橋本委員 それぞれの特別給付金の給付事業は、予定ではいつ頃給付されるのか、お

尋ねします。

○委員長 執行部の答弁お願いいたします。

○福祉課長 まず、非課税世帯のほうでございますけれども、振込の開始を７月の下旬を予定

しております。

○子ども未来課長 子ども未来課所管分のひとり親世帯ではない今回の給付につきましては、

７月中旬の支給に向けて準備をしているところでございます。

  以上です。

○委員長 ありがとうございます。

  そのほか質疑ありますか。
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  村田委員。

○２番 村田委員 それでは、子育て世帯への給付事業について何点か伺いたいと思うんです

けれども、まず生活困窮の世帯に対する給付事業が２本並んでいるわけですけれども、住民

税非課税世帯への10万円の給付とこちらの子育て世帯への給付の事業での重複とかというの

はないのか。これは、どのようにすみ分けというんですか、事業としての振り分けとかある

のかどうなのか、まずその点を伺いたいと思うんですが。

○委員長 上野課長。

○子ども未来課長 村田委員のご質疑にお答えいたします。

  こちらにつきましては、それぞれの支給要件を満たせば、重複して給付金を受給すること

ができます。福祉課所管分と子ども未来課所管分と対象がかぶっているわけですけれども、

あくまでも子ども未来課所管分につきましては子育て世帯という縛りがございます。なので、

要件さえ満たせば、重ねて受給は可能でございます。

  以上です。

○委員長 村田委員。

○２番 村田委員 ありがとうございます。

  そうすると、例えば先ほど私が夫婦と子ども２人の例で申し上げましたけれども、209万

9,999円以下の世帯ですと、自動的に両方の給付事業において、これは自動計算の範疇の方に

なりますよね、つまり支給が行われるという理解でいいわけですね。

  それで、さらに伺いたいんですけれども、先月で既にやられております子育て支援の特別

給付金というのがありますけれども、第１回の補正で計上されている事業ですけれども、こ

ちらとの関係ではどうなっているのか。重複があり得るのか、あるいは何か区分けがあるの

か、この点お伺いします。

○委員長 執行部の答弁お願いします。

○子ども未来課長 先般の議案第39号 一般会計補正予算（第１回）における子育て世帯生活

支援特別給付金の対象世帯は、ひとり親世帯でございまして、この対象として児童扶養手当

受給者などということになっております。

  今回の議案第40号の補正予算（第２回）、今ご審議いただいているものにつきましては、

それを除いた子育て世帯分でございまして、こちらは令和４年度分の住民税均等割が非課税

の子育て世帯ということですので、二人親の方たちがこちらのほうは該当になってくるとい

うところでございまして、これにつきましては重ねての支給はございません。どちらか１つ、
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ひとり親の方が二人親になるということはございませんので、これは重ならないということ

でございます。

  以上です。

○委員長 ありがとうございます。大丈夫ですかね。

  そのほか質疑ございますか。

  村田委員。

○２番 村田委員 何点か、続けて質疑をさせていただきたいと思うんですけれども、まずＯ

Ａシステムの改修委託料ですけれども、先ほど詳しいご説明いただいたところですけれども、

もう１回、改めて聞いてしまうんですけれども、これってその都度の改修でこれだけの費用

がかかるのか。

  私、システムエンジニアとかでも何でもないので、全く素人考えの言い方をしますけれど

も、データというのはその都度新しいデータが入ってくる。システムというのは、そのデー

タは別として、そのデータをどう受け入れて、必要な情報のところをどう取り入れ加工して、

次の求める情報の塊に抽出したり、転換していくか、そこの仕組みの関数、ブラックボック

スをつくっているもの、それがシステムという、そんな理解の仕方をしているんですが、そ

うであるならば、例えば子育て世帯の給付金、初めてではないわけですし、そこの仕組みの

箱、新しい関数と言ったらいいんでしょうか、新しい転換の仕組み、システムがある程度で

きていて、それに何がしかの微修正を加えれば、こんな金額にならないのではないかと思っ

てしまうんですが、分かるように、なぜこんなにかかってしまうのかという点ですね、教え

ていただきたいんです。

  続けて、もう１つ伺いますと、先ほどご説明の中で、特定何とかかんとか交付金事業に指

定されたので、他部署の情報、ここでいうと地方税情報と子ども未来課の情報とをひもつけ

をすることができるんですよというご説明だったんですが、なるほど、今そういう仕組みを

国のほうでと思うんですが、つくっているのかと思ったんですけれども、そこで伺いたいの

は、もう１度正確に教えてください。特定何とか交付事業に指定するというのは、どういう

制度、仕組みなのかということです。

  それと、それがない場合でもできることになっていると私は理解しているんですが、それ

は総務課所管の行田市の個人情報保護条例に基づいて、一定の手続をすればいいという理解

ですが、そういう労を取らずに、この事業指定されたから可能ということですけれども、そ

このところをもう少しご説明をいただきたい。まず、この２点を。
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○委員長 執行部の答弁お願いします。

○子ども未来課長 お答えいたします。

  まず、１点目ですけれども、ＯＡシステム改修委託料でこの金額になるのは何でなのかと

いうご質疑だったと承知しておるんですけれども、今回の要件というのがございまして、確

かに前回も同様なものはやっておるんですが、日付も変わりまして、対象者も変わっていく

中で、いろいろな要件を確定させまして、それでシステムを改修いたします。

  改修というとその作業だけで済みそうなイメージですけれども、実際はシステムエンジニ

アの方々が、それで本当に正しいデータが吐き出されているのかということを検証等を確実

にやりまして、これで確かに大丈夫ということを確認した上で納品といいますか、それで改

修が終わるという形になりまして、この給付業務が、例えばですけれども、児童手当の給付

ですとか児童扶養手当の給付のように、もう法定でずっと決まっていて、同じ条件で同じよ

うにやるということであれば、そういったシステムを１回組んで、ずっと使っていく形にな

るんですけれども、こういった給付を毎回同じようにできるようにするには、いわゆるカス

タマイズという、お聞きになったことあると思うんですが、そういった作業になっていくと

いうことでして、少なくとも今回、あるいは前回もそうだったんですが、この特別給付につ

きましてはこのためだけに改修をしておりまして、同日同対象の同条件のものであれば、同

じデータは当然吐き出されるんですけれども、今回は令和４年度になりまして、また日付も

ちゃんと確認してとかというのを全部やっていきますと、今回計上させていただいたＯＡシ

ステム改修委託料という積算、業者さんが基幹系のシステムを使っておりますので、その会

社になりますので、そこの業者に確認したところ、この額ということで見積りが出てきまし

たので、それの要求となっているところでございます。

  続きまして、２点目ですが、今回、法的に定められたものが、もう１回申し上げますと、

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律で、これ

に基づいて、その中で特定公的給付の指定を受けると使っていいですよという形になるんで

すけれども、これが令和４年６月１日付で告示されまして、晴れて使っていいよということ

になりましたので、これで市の個人情報保護条例の下でどうこうということではなくて、こ

ちらの法律に基づいて対応ができるようになったというところでございます。

  以上です。

○委員長 ありがとうございます。

  村田委員。
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○２番 村田委員 丁寧なご説明ありがとうございました。

  告示されたものというのは、令和４年６月１日ということですね、分かりました。

  最後の質疑になります。

  子育て世帯のこの給付ですけれども、ひとり親世帯以外となりますと、気になるのがＤＶ

等で事実上分離している、そういうような家庭への確実な給付ですけれども、幾つか想定さ

れるパターンといったものはあると思うんですよね、救済といいますか。それらはどんな形

で行田市、もう既に何回かになるのか、行政実例的にも経験があると思うんですけれども、

どんな形で今回も対応されることになるのか、具体的に少し例示をしていただいて、さらに

はこういうふうにしっかりやっていきますというものがあれば、そこの部分も加えてご説明

をいただきたい。

○委員長 執行部の答弁お願いします。

○子ども未来課長 お答えいたします。

  ＤＶを理由に避難されている方につきましては、基本的に情報は、行田市の場合ですと男

女共同参画のＶＩＶＡのほうで取り扱いますので、情報としてはそちらのほうに基本集約さ

れていると認識しておりまして、この対象の方々につきましては、住民票が市外にあろうと

行田市に置いたままであろうと、現に住んでいるところ、行田にいらっしゃれば行田市が支

給することになりますので、そういった方には支給しようとするわけですが、これは申請が

必要になりますので、申請を出していただく。そのための周知はＶＩＶＡのほうで、そこに

皆さん相談に行くわけなので、そちらで連携させていただいて、今、ひとり親の低所得の子

育て世帯に対する給付金がありますよということで案内をしていただいて、こちらにつない

でいただくということを考えておりますし、そのようにやってきたところでございます。

  ですので、ＤＶ情報はかなり繊細な情報でございまして、広く一般には流通していない、

市役所内でも流通しているわけではございませんので、それを基本として取り扱っているＶ

ＩＶＡのほうと、こちらのほうはお願いして、周知の協力をしていただきたいということで

対応していますし、これからも対応していこうと考えておりまして、これによって対応でき

ると考えております。

  以上です。

○委員長 村田委員。

○２番 村田委員 ありがとうございます。

  そういう形でしっかりやっていただきたいんですが、くどいようで恐縮ではありますけれ
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ども、既にＶＩＶＡのほうにしっかりと相談をして、例えば市民課で住所を見られないよう

にしている、そういう制度もあると聞いています。そういうところまで進んでしまっている

方については、確実にそこの住所ではなくて、現住所のところに行くように、ＶＩＶＡの職

員からもこちらと連携を取れると思うんですけれども、これはＶＩＶＡのほうの問題になる

かとは思うんだけれども、相談が非常に繊細なところで、微妙な段階のところの方にもしっ

かり、こうした給付事業があって、ただし、給付先はこういう形ですよということを伝えて

もらわないと、結果として必要な方に来なかったということになりかねないので、改めて子

ども未来課のほうからのそこでの連携については、事業課としてもしっかりと連携を取って

いただきたいと思います。これは要望という形になりますが。

○委員長 分かりました。

  副委員長。

○副委員長 すみません、１点だけ。説明を聞いていて、こんがらがってくるんですけれども、

コロナ禍で急変した方は、もちろんデータ上はないわけで、先ほど村田委員のほうからの質

疑の中にありましたけれども、ＤＶ関係の方もしくはコロナ禍で給付金を給付される方は、

申請する方はその方という、二組と言ったらいいのか、二パターンというか、申請する方は

その方だけですか、あとは自動的に出てきてしまうということですか。

○委員長 執行部の答弁お願いします。

○子ども未来課長 お答えいたします。

  公的年金を受給していることでこちらのデータに載ってこない方、公的年金を受給してい

ますと所得があるということで、それまでの児童扶養手当ですとかそういった手当をもらっ

ていない方というのが一定程度ございまして、そういった方は申し出ていただかないとこち

らで分からないということがございます。そういった方も対象となっています。

  さらに、高校生のみの世帯の方と公務員の方、要はこちらでデータを持っていない方とい

うのがいらっしゃいます。制度上ですけれども、データを持っていない方がいらっしゃいま

して、そういった方には支給に手を挙げていただかないとということがございます。という

のは、二人親世帯で、中学校を卒業してしまいますと児童手当はもうもらえなくなってしま

う。ただ、今回、対象18歳までなので、二人親で低所得で高校生をお持ちの方とかというの

は、こちらで把握していないもんですから、それはお申出いただくとかということが出てき

ます。

  すみません。公的年金につきましては、先ほどの第39号のほうのひとり親、児童扶養手当
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受給者で公的年金をもらっていて、支給が止まってしまっている人は、こちらで把握できな

いので申し出ていただくんですが、すみません、今回の第40号と前回の第39号とごっちゃに

なってしまいまして、大変失礼いたしました。

  以上です。

○副委員長 そうすると、その方々はそれをもらえると知るというのは、もちろん自分の責任

もあるので、自分でアンテナを張るというのは分かるんですけれども、自分でアンテナを張

っていかないと、なかなか申請までたどり着きづらいという部分もあるという判断でいいん

でしょうか。

○委員長 お願いします。

○子ども未来課長 確かに、そういった懸念ございますので、周知のほうは努めていきたいと

いうことで、市ホームページですとか、いろいろな媒体を使って周知を図ってまいります。

  以上でございます。

○委員長 他に質疑はないようですので、これをもって質疑を終結いたします。

  以上で、議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算中、当委員会が所管する部分に

ついて、全ての部署の質疑を終了いたしました。

  暫時休憩させていただきます。

午前 １０時 ４０分 休憩

             ──────────────────

午前 １０時 ４９分 再開

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

△発言の申出

○委員長 初めに、上野課長より発言の申出がありますので、よろしくお願いします。

○子ども未来課長 失礼いたします。

  先ほどのご質疑の中で橋本委員のほうから、支給の時期についてご質疑いただいたんです

が、私、お答えの中で「７月中旬」とお答えしてしまったんですが、「７月中」ということ

でして、時期的には若干後ずれして、後半のほうになってしまうかもしれないということで、

訂正させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。中旬ではなくて７月

中ということで、下旬にいってしまうかもしれないというところで、よろしくお願いいたし

ます。

  以上でございます。
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○委員長 ありがとうございました。

             ──────────────────

△議案第４０号の討論、採決

○委員長 それでは、まず先ほど皆様で質疑いたしました議案第40号、こちらについての討論

に入りたいと思います。

  討論のある方は挙手をお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長 討論の申出はありません。

次に、採決いたします。

  議案第40号 令和４年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分については、原案

のとおり可決するに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第40号は原案のとおり可決するに決しました。

             ──────────────────

△議案第４６号について

○委員長 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第46号 令和４年度行田

市一般会計補正予算中、健康福祉分所管部分についてを議題とし、執行部から説明を求めま

す。

  子ども未来課、上野課長、お願いいたします。

○子ども未来課長 それでは、議案第46号 令和４年度行田市一般会計補正予算（第３回）の

うち、子ども未来課所管部分についてご説明いたします。

  初めに、歳出からご説明いたしますの、議案書の12ページをお願いいたします。

  ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費についてでございます。

  右ページ、説明欄、◎児童福祉一般管理費、11節郵便料及び手数料は、子育て世帯配食支

援事業の補助対象団体に対して発送する文書に係る郵便料と、補助金を交付する際の振込に

係る振込手数料でございます。

  次の18節子育て世帯配食支援事業補助金は、コロナ禍において物価が高騰する厳しい生活

環境に直面し、子どもの食生活への不安や負担が増加している中、弁当や食材の配布により、

子育て世帯を支援する取組に対しその費用を補助するものでございます。補助対象団体は、

市内で子ども食堂を運営している団体や市内で営業している飲食店を想定しています。補助
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金額は、食材費や消耗品費等の実施に要する経費から収入を差し引いた額を基本とし、上限

は開催回数に２万円を乗じた金額でございまして、配布する弁当や食材の料金は無償または

材料費の実費相当額以下の金額とし、公共施設や各飲食店などで配布していただくことを想

定しております。

  予算額としては、昨年度の事業実績、補助金交付団体が７団体であったことを踏まえ、10

団体分、１回につき２万円、７月から２月までの８カ月間に月に１回程度の開催を見込みま

して、10団体掛ける２万円掛ける８カ月で160万円となっております。

  なお、当該補正額の財源は、全て国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金でございます。

  子ども未来課所管分の説明は以上でございます。

○委員長 ありがとうございました。

  以上で説明は終わりました。

             ──────────────────

△議案第４６号の質疑

○委員長 次に、質疑を行いますので、質疑のある方は挙手をお願いします。

  田中委員。

○４番 田中委員 質疑させていただきます。

  今回、コロナ対応の交付金を使っていただき、子育て世帯配食支援事業補助金ということ

で賢明なご判断だなと思っております。

  確認ですけれども、今、本事業が配食等をうたわれているわけですが、パントリー系の形

式でも同じく補助金は出ると理解してよろしかったでしょうか。

○委員長 執行部の答弁お願いします。

○子ども未来課長 田中委員のご質疑にお答えいたします。

  委員お見込みのとおりでございまして、パントリー系、いわゆる食材の配布についても、

今回対象とするものでございます。

  以上でございます。

○田中委員 ありがとうございます。

  そういった形を広げていっていただけると、継続した事業を有効的に使っていただけるか

と思っております。ありがとうございます。

  これも要望になってしまうんですけれども、コロナでの困窮家庭に届くようにという本事
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業だと思うんですが、ウィズコロナということで、急に家計が安定した状況になるとも見込

めず、なかなか厳しい状況は引き続きだと思いますので、こういった事業が交付金を使わな

くても継続的にできるような工夫というか、限られた予算ではあると思うのですが、その辺

はいかがでしょうか、あえてお聞きしたいと思います。

○委員長 執行部の答弁お願いします。

○子ども未来課長 ご質疑にお答えいたします。

  今、委員おっしゃられたようなことにつきましては、こちらでもいろいろ検討しておるん

ですけれども、今後の必要性も含めまして、総合的に検討はしていきたいと考えております。

  以上でございます。

○田中委員 ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いいたします。

○委員長 そのほか質疑はありますか。

  梁瀬委員。

○５番 梁瀬委員 何点かお伺いさせていただきます。

  まず、10団体を予定しているということですが、市として何というんでしょうか、サービ

スが市内全域をカバーできているのかというのを、まず１点お伺いいたします。

○委員長 執行部の答弁お願いします。

○子ども未来課長 市内全域かという意味では、どの程度を全域かと捉えるのがまた微妙なと

ころはございますが、ある程度、若干中心に偏っているようなところはあるのかとは認識し

てございます。

  以上でございます。

○委員長 梁瀬委員。

○５番 梁瀬委員 毎回この事業については少し何か疑問があるんですが、公平に平等にその

辺行き渡るようにしないと、民間団体のそこの地域のところだけカバーできてしまうという

ことではなくて、市として何か全域でできるような仕組みにしていただきたいと思っておる

んですが、その辺いかがですか。

○委員長 執行部の答弁お願いします。

○子ども未来課長 お答えいたします。

  子ども未来課所管の親子の食サポート、今回の配食事業ですけれども、こちらについては

単独系としてはそこまで至っていないという部分は承知してございますが、市全体というこ

とでございますと、福祉課なり社会福祉協議会でやっているフードパントリーとかというの
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が一般的なのかと承知してございます。

  以上でございます。

○委員長 梁瀬委員。

○５番 梁瀬委員 今後になるかと思うんですが、市民全員というか、全域に行き渡るような

公平な仕組みにしていただければと思っております。

  以上です。

○委員長 そのほか質疑はありますか。

  副委員長。

○副委員長 すみません。田中委員さんの内容と少しかぶる部分があるかもしれませんけれど

も、令和３年度まで多分、子育て世帯配食支援事業というのは行田市が行っていたのかと思

いまして、令和４年度にはこの事業は多分廃止、上がってこないというか、やっていない状

態だと思います、予算ばっかりは。その理由というのは何でしょうか。

○委員長 お願いします。

○子ども未来課長 お答えいたします。

  令和３年度につきましても、配食サービスは補正予算のほうで上げさせていただきまして、

本年度実施させていただきました。ちなみに、その前は、配食については特にこういった別

建ての予算ということはございませんで、今もあるんですけれども、子ども食堂に対する補

助金の枠組みの中で対応していたという経緯がございます。なので、令和３年度から今年も

ですけれども、２年度にわたって配食サービスのほうは臨時交付金を財源として実施すると

いうところでございます。

  以上でございます。

○副委員長 令和３年度も臨時交付金を利用してやっていると解釈します。多分これって、先

ほど田中委員からも出ましたけれども、単年度の事業ではなくて、継続していくという部分

が必要かなと。梁瀬委員からご指摘あったように、子ども未来課でやっているという部分も

あるので、もちろん分かりますけれども、ある程度の範囲を広げて予算を広げていくという

のも必要かと思っています。

  そうすると、大事なのは交付金を充てることが悪いわけではなくて、交付金を充てること

は結構ですけれども、これは継続事業で来年度、再来年度行えるのかというのが大事なとこ

ろかと思いますので、もちろん今回の議案とは関係ありませんけれども、来年度に移行して

の必要性をどう考えているのか、お答えいただければありがたいと思います。
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○委員長 お願いします。

○子ども未来課長 お答えいたします。

  来年度以降のことにつきましても、いろいろ内部で検討はしてございますが、それにつき

ましては必要性も含めて、総合的に判断させていただきたいと考えております。

  以上でございます。

○副委員長 ありがとうございます。ぜひ前向きに。

  夏休みとか冬休みになると痩せる子がいるというのが現状で、給食もそうですけれども、

ここに来られない子のほうがいっぱいいると思っています。ただ、その子を全部我々が拾う

ことは、探すことは大変難しいことだと思うんですけれども、門を開く場所をつくってあげ

るだけでも少しでも前に進むと思いますので、ぜひそのように、よろしくお願いいたします。

  以上です。

○委員長 そのほか質疑はありますか。

  村田委員。

○２番 村田委員 それでは、何点かあるんですが、まとめて伺いたいと思います。

  この事業、昨年、７団体に実施したということで３団体増やしたということのようですが、

新たに３団体、ここです、ここですというのが分かるように、改めてこの10団体の団体名と

所在地、大まかといいますか、佐間とか本丸とか、そのようで結構ですので所在地。それか

ら、配食しているおおむねの人数とか、どういう規模でやっている団体なのか、教えてほし

いのがまず１つ。

  そちらのそれぞれの団体というのは、現在、まだコロナの影響で配食、配るほうが中心な

のか、集まって場所の提供もやっているようなところもあるのか併せて、分かりましたらお

教えください。

  ２点目ですけれども、今回のこの事業の性格ですけれども、今回の補正は物価高騰対策の

事業としての予算ではないと、そのように大枠での説明は総合政策部長からあったと思うん

ですけれども、これは各団体がやっているところで、物価対策としての性格づけなのか、そ

うではなくて、コロナ禍でのこうしたニーズが増えているということを踏まえての補正での

補助金なのか、まず性格づけといいますか、基本的な考え方について、お教えください。

  ３点目ですが、それに関わってですけれども、３団体増やしての事業補助ということです

けれども、ニーズはどのように把握されているのか。ニーズというのは、１つはこうした配

食なり、場の提供なり、食事の提供が必要な困っているお子さん、家庭をどのくらい、どう
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把握されているのかということと、補助金を交付するそうした事業、活動をやってらっしゃ

る団体、その団体が困っているというそういうニーズ、２つのニーズについてお答えいただ

きたい。

  最後ですけれども、先ほどこの事業の性格づけということでお尋ねしておりますけれども、

２万円というのは去年と同じだったかという記憶ですけれども、そうしたときに、物価高騰

の折、同じ２万円というのは、受ける団体からすると、特に昨年度も補助金を頂いた団体か

らすると、厳しいというのがあるのではないかと思われるんですが、そこら辺、僅か２万円

の妥当性といいますか、この辺の考え方について教えてください。

○委員長 執行部の答弁お願いします。

○子ども未来課長 お答えいたします。

  まず、１点目の実績ということでお答えしたいと思っておるんですけれども、具体的にと

いうことでしたので、昨年度の補助金交付の実績を基に、運営の主体の名前と所在地、配食

数の順にお答えさせていただければと思います。

  人数ですけれども、数字は実はこちら持ってはいないんですが、弁当をお配りするのは人

数分配っているような状況であるという認識でおりますので、その点、ご了承いただければ

と思います。

  まず、配食事業における２つのカテゴリーがありまして、子ども食堂をやってらっしゃる

団体と飲食店をやってらっしゃる団体のカテゴリーがあるんですけれども、そのうちのまず

子ども食堂部分についてですが、順に申し上げます。

  ＮＰＯ法人わわわ工房、こちらは忍地区でございます。年間で320食です。次に、地域交流

館（サロン柿の木）、こちらは太田地区でございまして、78食でございます。次に、にじい

ろさくら、こちらは長野地区でございまして、190食です。次に、コミュニティサロンクリス

タルマユ、こちら忍地区でございまして116食、以上が子ども食堂分でございます。

  すみません。大変紛らわしくて申し訳なかったんですけれども、子ども食堂の実績が今の

実績でございまして、配食のほうはこれからまた申し上げたいんですけれども、先ほど申し

上げたのは、あくまでも子ども食堂の補助、いわゆる居場所づくり補助金の部分でございま

して、次の子育て世帯配食事業の部分につきましては、子ども食堂が３団体と飲食店が４団

体ございまして、合計７団体という実績ですが、こちらにつきましては、まず子ども食堂分

でございますが、ＮＰＯ法人わわわ工房、こちらは活動については、忍・行田公民館やＶＩ

ＶＡのほうで行われているところでございまして、弁当、食材それぞれ890食ずつでございま
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す。次に、地域交流館（サロン柿の木）、こちら太田地区で、弁当が263食です。行田協立診

療所、こちらはフードパントリーオシノ食堂という名前で実施されているところですが、こ

ちら忍地区で、弁当は369食、食材が666食でございます。次に、飲食店の４団体ですけれど

も、フレンズサニー、こちらはキッチンカーでやっておりまして、主にＶＩＶＡで実施され

たというところですが、こちらが140食。次に、ＰＡＺＺＯ－ＤＩ－ＰＩＺＺＡ ＧＹＯＤＡ、

こちらは佐間地区でして、180食。次に、行田ゼリーフライ本舗たかお、忍地区で130食。次

に、味鮮厨房いっぽ、行田地区で976食という実績でございます。こちらが配食事業、今回上

げさせていただいたものの去年の実績、３足す４の７団体ということになってございます。

  次に、２点目ですけれども、こちらの今回の配食事業の位置づけですけれども、これはあ

くまでも物価高騰により厳しい生活環境にあるということを認識したことから、予算計上さ

せていただいたというところでございます。

  次に、３点目で、ニーズの把握についてということでございましたけれども、昨年度事業

を実施した団体と直接、補助金の交付の申請のときとかやり取りがございまして、そういっ

た中で、令和４年度につきましても、子育て世帯に対する食材や弁当の配布による支援につ

いてどうでしょうかということで、ご相談は受けていたところでございまして、コロナ禍で

の食料支援に対して一定のニーズはあるものと認識したところでございます。

  次に、最後４点目ですが、１回で２万円という額の妥当性ということだったんですけれど

も、昨年度の実績ですが、予算は160万円同額だったんですけれども、補助金の交付金額が

110万9,000円でございました。執行率は69.3％ということになってございまして、総体とし

て補助金の予算枠としては若干ゆとりを持った予算要求をさせていただいておりますので、

こちらで十分足りるのではないかと認識してございます。

  以上でございます。

○委員長 ありがとうございます。

  村田委員。

○２番 村田委員 ありがとうございます。

  １点、まだ未定ならばそういう答弁で結構ですけれども、昨年度７団体、教えていただき

ました。今年度、10団体分の予算を積算しているわけですけれども、３団体については見込

みといいますか、候補みたいなのはあるのか、その辺の様子をお教えください。

○委員長 答弁お願いします。

○子ども未来課長 お答えいたします。
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  実は、補助金を交付した団体は７団体ですが、１回補助金の申請は来たんですが、結果と

して、その団体が集める寄附金とかで賄えてしまって、補助金を出す必要がなかったという

団体が１団体ございます。フードパントリーのような事業をやっているんですけれども、こ

ちらも承知したのでお声がけしたんですが、実際補助金は使わなかったという団体も１団体、

別にございまして、７足す１足す１の９団体はこちらも常に承知しているところでして、ま

た新規にもしかしたら手を挙げていただけるところもあるのではないかというところで10団

体を見込ませていただいたところでございます。

  以上でございます。

○委員長 ありがとうございます。

  他に質疑はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長 ないようですので、以上で質疑を終結いたします。

  以上をもって、議案第46号 令和４年度行田市一般会計補正予算中、当委員会付託分につ

いて質疑を終了いたします。

             ──────────────────

△議案第４６号の討論、採決

○委員長 続いて討論を行います。討論のある方は挙手を願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長 討論の申し出はありません。これをもって討論を終結いたします。

  次に、採決いたします。

  議案第46号 令和４年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分については、原案

のとおり可決するに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

○委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第46号は原案のとおり可決するに決しました。

  以上で、当委員会に付託されました案件の審査を終了いたします。

  なお、お諮りいたします。当委員会審査報告書及び委員長報告の作成等につきましては、

ご一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。

  なお、委員長報告の読み合わせにつきましては、最終日、29日の午前８時45分から第２委
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員会室で行いますので、委員各位は時間までにご参集願います。

             ──────────────────

△閉会の宣告

○委員長 以上をもって、健康福祉常任委員会を閉会いたします。

  皆様、お疲れさまでした。

午前 １１時 １５分 閉会

             ──────────────────
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